
奈良県市町村職員共済組合

「共済ニュース　すこやか」は、年4回、4・7・10・1月にお届けします。

●ご家庭へお持ち帰りいただき、ご家族でご覧ください。

共済組合ホームページ　http://www.kyosai-nara.jp/
【バックナンバーは共済組合ホームページに掲載しています】
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組合員の現況（平成22年2月末現在）

組合員数
任継組合員数 395人 被扶養者数（任継除く） 18,165人

9,514人 4,776人 14,290人女男 計
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新しく組合員になられた皆さんへ
わたしたちは、皆さんの生活と福祉を支えます。
地方公務員によって組織される共済組合は、相互扶助の精神によって組合員と、そのご家族（被扶養
者）の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。

短期給付事業・・・・・組合員と、その家族（被扶養者）の公務外の病気・ケガ・出産・死亡・休業または災
害に対して、必要な給付を行います。

長期給付事業・・・・・組合員の退職・障害または死亡に対して、年金または一時金の給付を行います。
（注：長期給付事業は全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行っています）

保健事業・・・・・・・・・特定健康診査・特定保健指導、人間ドック助成、保養施設利用助成、各種健康
講座の開催等を行っています。

貯金事業・・・・・・・・・組合員の皆さんからお預かりしたお金を運用し、その運用収益を利息として組合
員に還元しています。

貸付事業・・・・・・・・・普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付等を行っています。

共済組合の事業

共済組合の組織

保 険 課

年 金 課

福 祉 課

総務課・経理課

事 務 局 長

●短期給付及び附加給付に関すること
●診療報酬請求明細書の点検に関すること
●短期給付の記録及び統計に関すること
●組合員の資格の得喪に関すること
●組合員の被扶養者の資格の得喪に関すること
●掛金、負担金の調定及び徴収に関すること
●組合員の給料管理等電算業務に関すること
●国民年金第3号被保険者の届出代行に関すること

●長期給付に関すること
●長期給付の記録及び統計に関すること
●基礎年金に関すること
●年金受給者に関すること
●年金者連盟の業務委託に関すること

●保健事業に関すること
●保健事業の記録及び統計に関すること
●地方公務員の生涯設計等の支援事業に関すること
●組合員の貸付金に関すること
●組合員の貯金に関すること

●事業計画及び予算に関すること
●定款、規則、諸規程及び公告に関すること
●組合会その他会議に関すること
●組合会議員及び役員の選挙に関すること
●共済制度の普及及び広報に関すること
●職員の人事及び給与並びに旅費に関すること
●出納に関すること
●決算に関すること
●組合の資金の計画及び運用に関すること
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種　　別 掛　　金 負担金 調整負担金 公的負担金

短期
介護

短期
介護

短期
介護

短期
介護

市 町 村 長 組 合 員
一 般 組 合 員（ 特 別 職 ）

市 町 村 長 組 合 員
一 般 組 合 員（ 特 別 職 ）

長 期 組 合 員
市 町 村 長 長 期 組 合 員

長 期 組 合 員
市 町 村 長 長 期 組 合 員

一 般 組 合 員（ 一 般 職 ）
特 定 消 防 組 合 員

任 意 継 続 組 合 員

種　　別 掛　　金 負担金 調整負担金 公的負担金

短期
介護

短期
介護
短期
介護

一 般 組 合 員（ 一 般 職 ）
特 定 消 防 組 合 員

種　　別 組合員数
扶養者数

組合員1人当たり

市町村長組合員

市町村長長期組合員

特定消防組合員

小　計

継続長期組合員

任意継続組合員

小　計

合　計

市町村長組合員

市町村長長期組合員

特定消防組合員

継続長期組合員

任意継続組合員

合　計

一 般 組 合 員
（ う ち 特 別 職 ）

一 般 組 合 員
（ う ち 特 別 職 ）
長 期 組 合 員
（うち 特 別 職 ）

種　　別
短　期

平均給料月額（円） 期末手当等の額（千円）

長　期 短　期長　期

長 期 組 合 員
（ う ち 特 別 職 ）

　

去
る
2
月
26
日
、「
奈
良
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
中
会
議
室
」に
て
第
1
3
9
回
組
合
会
が
開

催
さ
れ
、平
成
22
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
が
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

本
事
業
計
画
及
び
予
算
は
左
表
の
数
値
を
も
と

に
計
上
し
て
い
ま
す
。各
経
理
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　

こ
の
経
理
は
、医
療
給
付
や
各
種
給
付
金
な
ど
に
か

か
わ
る
経
理
で
す
。

　

主
に
組
合
員
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
掛
金

や
所
属
所
か
ら
の
負
担
金
、財
政
調
整
事
業
に
よ
る
調

整
交
付
金（
約
１
億
3
千
万
円
）・特
別
調
整
交
付
金

（
約
2
億
8
千
万
円
）な
ど
の
収
入
総
額
は
１
０
５
億

3
8
5
3
万
4
千
円
で
、一方
、医
療
費
な
ど
の
各
種
給

付
や
拠
出
金
な
ど
に
よ
る
支
出
総
額
は
１
０
4
億

8
7
4
6
万
6
千
円
と
な
り
、そ
の
結
果
、平
成
22
年

度
は
短
期
で
4
3
6
6
万
3
千
円
の
当
期
利
益
金
、介

護
で
7
4
0
万
5
千
円
の
当
期
利
益
金
を
見
込
み
ま

し
た
。

　

な
お
、短
期
の
当
期
利
益
金
に
つ
い
て
は
、前
年
度
よ

り
繰
越
し
た
欠
損
金
4
3
1
8
万
7
千
円
を
解
消
す

る
た
め
充
当
し
、介
護
の
当
期
利
益
金
に
つ
い
て
は
、前

年
度
よ
り
繰
越
し
た
欠
損
金
1
4
8
万
1
千
円
を
解

消
す
る
た
め
に
充
当
し
ま
す
。

　

本
年
度
の
掛
金・負
担
金
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、

組
合
員
数
の
減
少
等
に
よ
り
収
益
の
増
加
が
見
込
ま

れ
な
い
こ
と
、費
用
で
は
前
年
度
の
医
療
費
の
増
加
に

よ
り
繰
越
欠
損
金
が
生
じ
る
見
込
み
と
な
っ
た
こ
と
、

ま
た
本
年
度
の
医
療
費
の
増
加
や
高
齢
者
医
療
制
度

に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金（
約
１8
億
4
千
万
円
）・

後
期
高
齢
者
支
援
金（
約
１3
億
5
千
万
円
）な
ど
の
増

加
の
見
込
み
、更
に
は
財
政
調
整
事
業
の
調
整
基
準
率

の
改
正（
7
頁
参
照
）な
ど
の
負
担
に
伴
い
、余
儀
な
く

引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

事
業
計
画・予
算
が
議
決
さ
れ
る

事
業
計
画・予
算
が

事
業
計
画・予
算
が
議
決
議
決
さ
れ
る

さ
れ
る

事
業
計
画・予     

算
が
議
決
さ
れ
る

（単位：人）

（単位：千分率）

（単位：千分率）

市 町 村 一部事務組合等 計

掛金・負担金率

収入10,538,534千円

給付金4,965,506千円（一部負担金払戻金含む59,489千円）（47.35％）
前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等3,197,242千円（30.48％）

調整交付金等810,859千円（7.70％）

介護負担金332,852千円（3.16％）

支出10,487,466千円

短期負担金（公的・調整負担金含む）4,301,179千円（40.81％）
短期掛金（短期任意継続金含む）3,972,308千円（37.69％）

次年度繰越支払準備金780,105千円（7.44％）

連合会払込金・拠出金等559,727千円（5.34％）

老人保健・退職者給付拠出金275,077千円（2.62％）

介護納付金676,576千円（6.45％）

業務経理へ繰入・その他33,233千円（0.32％）

短期経理収支内訳

期末手当等にかかる率

毎月の給料にかかる率

地方公共団体の数

平均給料月額・期末手当等の額（平成22年度末推計）

組合員・被扶養者数（平成22年度末推計）

平成22年度事業計画・予算の基礎数値

前年度繰越支払準備金762,946千円（7.24％）
介護掛金（介護任意継続金含む）351,651千円（3.34％）

その他6,739千円（0.06％）

当期利益金51,068千円
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こ
の
経
理
は
、短
期
給
付
、長
期
給
付
に
要
す
る
事

務
費
、人
件
費
等
ま
た
共
済
組
合
の
全
体
的
な
経
費

を
賄
う
経
理
で
す
。

　

平
成
22
年
度
に
お
け
る
収
入
に
つ
い
て
は
、組
合
員

1
人
当
た
り
の
事
務
費
負
担
金
は
増
額
さ
れ
た
た
め

組
合
員
数
の
減
少
を
見
込
み
な
が
ら
も
総
額
で
は
前

年
度
に
比
べ
1
1
6
9
万
円
の
増
と
な
る
見
込
み
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
組
合
員
数
減
少
を
見
込
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、次
年
度
以
降
も
収
入
に
お
い
て
は
厳
し
い
状
況
が

予
測
さ
れ
る
た
め
、単
年
度
ご
と
の
節
減
対
策
で
は
な

く
、根
本
的
な
業
務
体
制
等
の
確
立
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
一
昨
年
度
よ
り
共
済
組
合
内
に
財
政
健
全
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、業
務
体
制
の
再
構
築
を
主
と

し
て
計
画
し
、経
費
及
び
人
件
費
の
抑
制
な
ど
を
行

う
こ
と
で
約
1
5
3
2
万
7
千
円
の
当
期
利
益
金
を

見
込
み
ま
し
た
。

支出212,119千円

収入227,446千円
連合会交付金          57,359千円（25.22％）

利息及び配当金・その他26,665千円（11.72％）

当期利益金15,327千円

負担金          143,422千円
（63.06％）

職員給与
91,374千円（43.08％）

旅費・事務費10,785千円（5.08％）

業務経理収支内訳

その他46,123千円（21.74%)

事務費負担金・払込金63,837千円（30.10%)

平成22年度

掛金・負担金率
　

長
期
経
理
は
、各
共
済
組
合
が
行
う
こ
と
と
な
る
業

務
と
し
て
の
、所
属
所
か
ら
の
負
担
金・掛
金
の
徴
収
及

び
全
国
市
町
村
職
員
共
済
連
合
会
へ
の
払
い
込
み
を
行

う
経
理
で
す
。

　

長
期
給
付（
年
金
給
付
）に
か
か
る
保
険
料
率
が
、左

表
の
と
お
り
平
成
22
年
9
月
分
か
ら
引
き
上
げ
と
な

り
ま
す
。

種　　別 掛　　金 負担金 掛　　金 負担金

4月～8月 9月～3月

公的負担金公的負担金

市 町 村 長 組 合 員
市 町 村 長 長 期 組 合 員
一 般 組 合 員（ 特 別 職 ）

市 町 村 長 組 合 員
市 町 村 長 長 期 組 合 員
一 般 組 合 員（ 特 別 職 ）

一 般 組 合 員（ 一 般 職 ）
特 定 消 防 組 合 員

継 続 長 期 組 合 員

種　　別 掛　　金 負担金 掛　　金 負担金

4月～8月 9月～3月

公的負担金公的負担金

一 般 組 合 員（ 一 般 職 ）
特 定 消 防 組 合 員

継 続 長 期 組 合 員

（単位：千分率）

（単位：千分率）

毎月の給料にかかる率

期末手当等にかかる率

負担金（追加費用・払込金等含む）
12,660,742千円（65.48％）

負担金払込金12,660,742千円（65.48％）

収入19,335,077千円

支出19,335,077千円

長期経理収支内訳
掛金 6,674,335千円（34.52％）

掛金払込金6,674,335千円（34.52％）

　

収
入
に
お
い
て
は
、所
属
所
か
ら
納
付
さ
れ
ま
す
掛

金
と
負
担
金
の
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。な
お
、本
年
9
月

分
よ
り
引
き
上
げ
と
な
る
掛
金・負
担
金
率
と
基
礎
年

金
拠
出
金
に
か
か
る
公
的
負
担
率
の
4
月
か
ら
の
引

き
上
げ
率
を
見
込
ん
だ
額
と
し
て
い
ま
す
。

　

支
出
に
お
い
て
は
、年
金
給
付
額
等
は
全
国
連
合
会

の
長
期
経
理
で
の
予
算
措
置
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、同

連
合
会
へ
払
い
込
み
と
な
る
掛
金・負
担
金
額
の
み
の
計

上
と
な
り
ま
す
。

収入245,072千円

支出245,072千円

預託金管理経理収支内訳

利息及び配当金245,072千円（100％）

支払利息245,072千円（100％）

　

預
託
金
管
理
経
理
は
、平
成
19
年
4
月
か
ら
の

長
期
給
付
事
業
の一
元
的
処
理
の
実
施
に
と
も
な

い
、主
に
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
か

ら
の
預
託
金
の
管
理・運
用
を
目
的
に
行
う
経
理

で
す
。平
成
22
年
度
の
資
金
計
画
は
左
図
の
と
お

り
で
す
。

　

収
入
に
お
い
て
、全
国
連
合
会
か
ら
の
預
託
金

お
よ
び
組
合
員
へ
の
貸
付
資
金
に
か
か
る
利
息
等

を
見
込
み
ま
し
た
。ま
た
支
出
に
お
い
て
は
、全
国

連
合
会
へ
払
い
込
む
こ
と
と
な
る
運
用
利
息
等
の

収
益
分
全
額
を
計
上
し
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、こ

の
経
理
で
は
、損
益
金
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

75.77

94.7125

94.7125

77.54

96.9250

96.9250

77.84

97.30

97.30

34.1

42.625

42.625

76.07

95.0875

95.0875

34.1

42.625

42.625

75.77

75.77

75.77

77.54

77.54

77.54

77.84

77.84

77.84

34.1

34.1

34.1

76.07

76.07

76.07

34.1

34.1

34.1
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種　　別 掛　金 負担金

市 町 村 長 組 合 員
一 般 組 合 員（ 特 別 職 ）
長 期 組 合 員
市 町 村 長 長 期 組 合 員

一 般 組 合 員（ 一 般 職 ）
特 定 消 防 組 合 員

種　　別 掛　金 負担金

市 町 村 長 組 合 員
一 般 組 合 員（ 特 別 職 ）
長 期 組 合 員
市 町 村 長 長 期 組 合 員

一 般 組 合 員（ 一 般 職 ）
特 定 消 防 組 合 員

（単位：千分率）

（単位：千分率）

掛金・負担金率

旅費・事務費5,677千円（1.78％）

職員給与25,890千円（8.13％）特定健康診査費等費29,935千円（9.40％）

連合会交付金5,118千円 （1.49％）

利息及び配当金・その他363千円 掛金・負担金338,906千円（98.41％）
収入　344,387千円

支出 　318,614千円

　

こ
の
経
理
は
、組
合
員
や
そ
の
ご
家
族
の
福
利
厚
生

や
健
康
保
持・増
進
な
ど
を
目
的
と
し
た
各
種
事
業

を
行
う
経
理
で
す
。平
成
22
年
度
の
掛
金・負
担
金
率

は
前
年
度
と
同
率
と
し
ま
す
。

　

ま
た
、平
成
22
年
度
か
ら（
仮
称
）医
療
費
増
嵩
対

策
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、奈
良
県
や
市
町
村
と
連
携

を
は
か
り
な
が
ら
医
療
費
増
嵩
対
策
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、皆
さ
ん
の
健
康
づ
く
り
を
バッ
ク
ア
ッ
プ
す
る

た
め
、よ
り
効
果
的
な
事
業
を
実
施
し
、ま
た
、共
済
ニ

ュ
ー
ス「
す
こ
や
か
」や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
と
お
し
て
、

お
役
に
立
て
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

を
積
極
的
に
発
信
し
て
い
ま
す
。詳
し
い
保
健
事
業
の

内
容
は
16
〜
17
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　

保健経理収支内訳

毎月の給料にかかる率

期末手当等にかかる率

項　　目 平成22年度

保
健
関
係

保
養
関
係

講
座
関
係

そ
の
他

特
定
健
診
・

保
健
指
導

表
彰
関
係

図
書
関
係

成 人 病 健 診

大 腸 検 査

精 密 検 査

婦 人 科 健 診

人 間 ド ッ ク

電 話 健 康 相 談

メンタルヘルス相談

健康情報コンテンツ使用料

小 　　  計  

代替宿泊施設利用助成

その他施設利用助成

小　　計

健 康 家 庭 表 彰

小　　計

保 健 関 係 図 書

小　　計

食 生 活 健 康 講 座

健 康 づ く り 教 室

衛 生 管 理 者 研 修 会

ライフプランセミナー

小　　計

特 定 健 康 診 査

特 定 保 健 指 導

小　　計

災 害 見 舞 品

旅 費

諸 謝 金

事務費・電算処理費用等

（仮称）医療費増嵩対策協議会

そ の 他

小　　計

合　　計

食 生 活 健 康 講 座

健 康 づ く り 教 室

衛 生 管 理 者 研 修 会

ライフプランセミナー

小　　計

特 定 健 康 診 査

特 定 保 健 指 導

小　　計

災 害 見 舞 品

旅 費

諸 謝 金

事務費・電算処理費用等

（仮称）医療費増嵩対策協議会

そ の 他

小　　計

合　　計

厚生費の内訳
（単位：千円）

厚生費217,842千円（68.37％）

その他39,270千円（12.32％）

当期利益金25,773千円

収入　40千円

　

平
成
２１
年
4
月
１
日
よ
り
、経
営
委
託
契
約
の

中
途
解
約
に
伴
い
、宿
泊
施
設
を
閉
館
し
て
お
り
、

現
在
、適
性
か
つ
的
確
な
売
却
に
向
け
取
り
組
ん

で
お
り
ま
す
。雑
収
入
と
し
て
利
息
及
び
配
当
、

ま
た
費
用
と
し
て
閉
館
に
伴
う
施
設
管
理
費
等
、

施
設
に
か
か
る
固
定
資
産
や
減
価
償
却
費
を
計

上
し
て
い
ま
す
。

支出 　19,379千円

負担金2,685千円（13.86％）

減価償却費14,308千円（73.83％） その他2,386千円（12.31％）

宿泊経理収支内訳

2.375 2.375

1.9 1.9

1.9 1.9

1.9 1.9

31,235

2,213

4,634

16,747

147,323

1,424

100

1,482

205,158

875

1,495

2,370

2,700

2,700

2,362

2,362

150

315

140

800

1,405

12,048

17,887

29,935

300

326

140

2,760

50

271

3,847

247,777

利息及び配当金・その他40千円（100％）
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平成22年度

貯金の加入状況見込み

収入　951,709千円

支出 　870,169千円

　

こ
の
経
理
は
、皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し
た
お
金

を
、共
済
組
合
が
安
全
か
つ
効
率
的
に
運
用
す
る

こ
と
で
収
益
を
得
て
、貯
金
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
利

息
と
し
て
還
元
し
、生
活
の
安
全
、福
祉
の
増
進
を

目
的
と
し
た
経
理
で
す
。

　

厳
し
い
金
利
情
勢
が
続
く
な
か
、年
利
１・２
％

に
相
応
す
る
運
用
益
を
確
保
し
て
お
り
、今
後
も

資
産
運
用
に
あ
た
って
は
、投
資
銘
柄
を
十
分
精
査

し
、安
定
的
な
収
入
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

が
、期
中
に
お
い
て
市
場
金
利
の
変
動
に
伴
う
運
用

益
と
費
用
の
状
況
を
勘
案
し
て
、同
利
率
の
設
定

変
更
を
適
宜
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。平
成
22

年
度
末
の
貯
金
総
額
は
6
5
3
億
4
2
7
2
万
6

千
円
で
、貯
金
者
数
は
1
万
1
2
7
人
、加
入
率
は

70・14
％
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

な
お
、収
支
差
引
に
よ
っ
て
生
じ
る
当
期
利
益
金

に
つ
い
て
は
欠
損
金
補
て
ん
積
立
金
に
積
み
立
て
、

そ
の
結
果
、次
年
度
に
繰
り
越
す
積
立
金
は
28
億

7
2
6
万
4
千
円
に
な
る
見
込
み
で
す
。

平成22年度末推計
貯 金 額

貯 金 者 数

貯 金 者 1 人
当 た り 貯 金 額

組 合 員 加 入 率
貯 金 者

当期利益金81,540千円

その他27,368千円（3.15％）

利息及び配当金945,934千円（99.39％）

支払利息          785,791千円（90.30％）

貯金経理収支内訳

職員給与47,152千円（5.42％）

その他5,775千円（0.61％）

旅費・事務費9,858千円（1.13％）

　

こ
の
経
理
は
、皆
さ
ん
が
住
宅
建
設
等
に
か
か
る

資
金
が
必
要
な
と
き
、あ
る
い
は
ご
家
族
の
入
学・

修
学
に
か
か
る
費
用
が
必
要
な
と
き
、当
共
済
組

合
が
低
金
利
で
そ
の
資
金
を
融
資
し
、組
合
員
の

生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
経
理
で

す
。

　

な
お
、平
成
22
年
度
末
の
貸
付
金
の
状
況
は
、貸

付
件
数
が
4
2
7
4
件
、貸
付
金
残
高
が
9
6
億

1
6
2
0
万
円
に
な
る
見
込
み
で
す
。

貸付条件 貸付状況（平成22年度末推計）

収入　270,847千円

支出 　267,404千円
その他11,825千円（4.42％）
当期利益金3,443千円

その他1,273千円（0.47％）

旅費・事務費4,245千円（1.59％）
連合会払込金15,743千円（5.89％）

種　　類 利率（年） 最高限度額 償還期間 据置期間 件　数 貸付金額 割　合
普 通 貸 付
住 宅 貸 付

在 宅 介 護 対 応 住 宅 貸 付

高 額 医 療 貸 付

出 産 貸 付

新 規
（ 阪 神 ・ 淡 路 ）

激甚災害による猶予利
息

医 療
入 学
修 学
結 婚
葬 祭

再 貸 付
（ 阪 神 ・ 淡 路 ）

災　

害　

貸　

付

特
別
貸
付

合　計

組合員貸付金利息（保険料充当金含む）269,574千円（99.53％）

職員給与8,487千円（3.17％）

支払利息227,104千円（84.93％）

貸付経理収支内訳

貸付条件・状況

＊平成21年4月現在

65,342,726千円

10,127人

6,452千円

70.14％

 9.34％
 82.00

 0.99

0.38

－

1.58
0.08
0.51
4.28
0.71
0.10

0.02

0.01

898,000千円1,322件
2,213
16
（0）
8

（0）

－

78
7

126
416
60
19

7

2

4,274 9,616,200 100.00

7,885,000
95,000
（0）

37,000
（0）

－　　

152,000
8,000
49,000
412,000
68,000
10,000

1,500

700

2.66％
2.66
2.22
  
2.22

1.72

2.40
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66

無利息

無利息

 2,000千円
18,000

18,000

19,000

－

 3,000
 1,000
 2,000
 7,200
 2,000
 2,000

高額療養費相当額

出産費等相当額

120
360

360

360

     －

330
120
120
150
120
120

－

24

72

－

－

－

－

－
－

－
－

高額療養費が支給されるとき
支給される額より償還する

出産費等が支給されるとき
支給される額より償還する

月 月

（1.72）

（1.72）
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各
都
道
府
県
の
市
町
村
職
員
共
済
組
合

間
で
の
掛
金
率
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、全

国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
に
お
い
て

財
政
調
整・特
別
財
政
調
整
事
業
を
行
っ
て
お

り
、一
定
の
掛
金
率
を
超
え
た
場
合
、同
事
業

か
ら
交
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

当
共
済
組
合
で
は
平
成
14
年
度
か
ら
、調
整

交
付
金
を
受
け
、平
成
15
年
度
か
ら
平
成
22

年
度
に
お
い
て
も
調
整
交
付
金
と
特
別
調
整

交
付
金
を
受
け
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
交
付
金

は
掛
金
に
充
当
し
ま
す
の
で
、皆
さ
ん
の
掛
金

は
そ
の
分
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、財
源
率
は
、全

国
平
均
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。こ
の
交

付
金
の
財
源
は
、各
都
道
府
県
市
町
村
職
員

共
済
組
合
の
組
合
員
の
掛
金
と
所
属
所
の
負

担
金
等
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、交
付

金
を
受
け
る
と
附
加
給
付
の
基
礎
控
除
額
を

自
由
に
設
定
で
き
な
い
と
い
う
制
約（
現
行
、

２
万
５
千
円
…
当
共
済
組
合
は
平
成
17
年
４

月
診
療
分
か
ら
引
き
上
げ
）が
あ
り
ま
す
。

厳
し
い
短
期
財
政
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を

　

当
共
済
組
合
は
、被
扶
養
者
総
数
を
組
合

員
総
数
で
除
し
た
扶
養
率（
平
成
20
年
度
）

が
、全
国
の
共
済
組
合
の
な
か
で
第
4
位
、組

合
員
１
人
当
た
り
の
年
間
医
療
費
総
額
が
組

合
員
で
第
1
位
、被
扶
養
者
で
も
第
1
位
と
い

う
高
い
順
位
で
す
。被
扶
養
者
の
医
療
費
は
組

合
員
全
体
で
負
担
す
る
た
め
、被
扶
養
者
が
多

く
扶
養
率
が
高
い
と
組
合
員
の
負
担
が
重
く

な
り
ま
す
。ま
た
１
人
当
た
り
の
医
療
費
が
高

額
な
こ
と
や
、後
期
高
齢
者
支
援
金
・
前
期
高

齢
者
納
付
金
・
退
職
者
給
付
拠
出
金
等
が
短

期
財
政
を
圧
迫
し
て
い
ま
す
。皆
さ
ん
も
健
康

に
留
意
さ
れ
医
療
費
の
節
約
に
ご
協
力
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

短期掛金率
毎月の率期末手当等の率

一般・特定消防 53.90‰43.12‰
 特別職・市町村長 43.12‰43.12‰

全国連合会

※1

法
定
給
付
等

附
加
給
付

※

２

※

３

47.76‰

43.12‰

共済組合 所属所
調整負担金

交付金の財源（期末手当等の率）

0.70‰ 0.70‰

全国連合会 共済組合 所属所・負担金
組合員・掛金1.10‰

※1 調整負担金
 国の地方財政計画において措置されている
 （注）調整基準率は39.00‰を42.50‰に、
 特別調整基準率は40.50‰から44.00‰に、
 平成２２年４月から引き上げられている。

※2 法定給付等
 医療費の７割、高額療養費、出産費、埋葬料、傷病手当金、
 後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、老人保健拠出金、
 退職者給付拠出金等

※3 附加給付
 家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金、一部負担金払戻金、
 （出産費附加金、埋葬料附加金、家族出産費附加金、
 家族埋葬料附加金……平成22年4月廃止）

特別調整交付金
3.14‰
調整交付金
1.50‰

掛 金
42.50‰

掛 金 0.62‰

負担金
47.14‰

負担金 0.62‰

平成22年4月からの短期掛金・負担金率と交付金
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奈
良
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
40
条
第
２
項
の
規
定

に
基
づ
き
、当
共
済
組
合
の「
平
成
22
年
度
に
お
け
る
特
定
保
険

料
率
に
相
当
す
る
財
源
率
」を
次
の
と
お
り
表
記
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、共
済
組
合
の
支
出
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
拠

出
金
が
、高
齢
者
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
支
援
を
行
な
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
組
合
員
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、特
定

保
険
料
率
に
相
当
す
る
財
源
率
を
平
成
21
年
度
か
ら
毎
事
業
年

度
に
お
い
て
周
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

共
済
組
合
定
款
に
規
定
す
る

特
定
保
険
料
率
に
相
当
す
る

財
源
率
に
つ
い
て

定款上の短期財源率
（所要財源率）

　

医
療
保
険
者
で
あ
る
共
済
組
合
は
、介
護
保
険
に
要
す
る
費

用
と
し
て
、40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
組
合
員
で
あ
る
第
２
号
被
保

険
者
か
ら
介
護
掛
金
を
、ま
た
、所
属
所
か
ら
介
護
負
担
金
を
徴

収
し
、社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
へ
介
護
納
付
金
と
し
て
納

付
し
ま
す
。社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
で
は
、す
べ
て
の
医

療
保
険
者
か
ら
集
ま
っ
た
介
護
納
付
金
を
一
定
の
交
付
率
で
全
国

の
市
町
村
に
交
付
し
、介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
費
用
に
充
当
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
介
護
掛
金
率
は
、左
表
の
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

組
合
員
及
び
被
扶
養
者
並
び
に
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
の
個
人

情
報
は
、共
済
組
合
が
業
務
を
行
う
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
り
、そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
共
済
組
合
の
個
人
情
報
保
護

に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
安
全
に
保
管
し
、適
正
に
取
り
扱
う

こ
と
を
最
大
の
課
題
と
認
識
し
事
業
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
給
付
方
法
と
医
療
費
の
お
知
ら
せ
に
関
す
る
同
意
に
つ
い
て

　

共
済
組
合
で
は
、皆
さ
ん
が
医
療
機
関
の
窓
口
で
高
額
な
自
己

負
担
額
を
支
払
っ
た
場
合
、組
合
員
か
ら
の
請
求
に
基
づ
か
ず
、医

療
機
関
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
に
基
づ
き
給
付
を
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

医
療
費
増
高
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、医
療
費
や
健
康
に
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、世
帯
単
位
で
医
療
費
の
お
知
ら

せ
を
作
成
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、本
人
の

同
意
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。つ
き
ま
し
て
は
、次
の
こ
と
に
つ
い
て

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
異
議
が
な
け
れ
ば
同
意
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

①
高
額
療
養
費
、一
部
負
担
金
払
戻
金
等
を
本
人
の
請
求
に
基
づ

か
ず
に
支
給
す
る
こ
と

②「
短
期
給
付
決
定
及
び
送
金
通
知
書
」（
一覧
表
）を

　

所
属
所
長
に
送
付
す
る
こ
と

③「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
世
帯
単
位
で
作
成
す
る
こ
と

　

な
お
、①
に
つ
い
て
同
意
さ
れ
な
い
場
合
は
、高
額
療
養
費
、一
部

負
担
金
払
戻
金
等
は
、組
合
員
の
皆
さ
ん
が
そ
の
都
度
共
済
組
合

へ
請
求
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
22
年
度
の

介
護
掛
金
率
が
決
定
し
ま
し
た

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
組
合
員
の
皆
さ
ん
へ

短
期
給
付
に
お
け
る

個
人
情
報
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て

（定款上の短期財源率に占める割合　40．40％）

95.52‰の内

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

病床転換支援金

老人保健・
退職者給付拠出金

内　合　計

95．52‰

20．51‰

15．00‰

0．０1‰

3．07‰

３8．5９‰

介護掛金率

毎月の率期末手当
等の率

一般・
特定消防 7.25‰5.80‰

 特別職・
市町村長 5.80‰5.80‰

本年度共済組合が支払う介護納付金額

６76，576千円
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皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
と
お
り
当
共
済
組
合
の
短
期
経
理（
医
療

給
付
）に
お
い
て
は
、平
成
14
年
度
か
ら
現
在
に
お
い
て
も
組
合
員

数
の
減
少
や
医
療
費
、拠
出
金
の
増
加
な
ど
の
要
因
に
よ
り
全
国

市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
か
ら
財
政
調
整
交
付
金
等
を
受

け
る
対
象
組
合
と
な
っ
て
お
り
、今
後
も
短
期
給
付
財
政
は
一
層

厳
し
い
状
況
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す（
７
ペ
ー
ジ
関
連
記
事

掲
載
）。

　

ま
た
、総
務
省
の
予
算
編
成
に
係
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合

の
事
業
運
営
方
針
に
お
い
て
、附
加
給
付
の
給
付
水
準
等
に
つ
い
て

は
、短
期
給
付
財
政
の
厳
し
い
状
況
等
を
十
分
勘
案
し
て
適
正
に

定
め
る
こ
と
等
々
の
指
導
が
な
さ
れ
て
お
り
、附
加
給
付
内
容
の

見
直
し
に
係
る
自
助
努
力
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
当
共
済

組
合
の
附
加
給
付
の
実
施
状
況
と
財
政
調
整
事
業
の
対
象
組
合

と
な
っ
て
い
る
全
国
の
各
市
町
村
職
員
共
済
組
合（
平
成
21
年
度

現
在・13
組
合
）を
比
較
す
る
と
、現
金
給
付
に
係
る
附
加
金（
出

産
費
・
埋
葬
料
等
附
加
金
）の
実
施
は
既
に
廃
止
す
る
な
ど
の
見

直
し
を
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
の
組
合

と
の
均
衡
に
十
分
配
慮
し
当
共
済
組
合
と
し
て
短
期
給
付
制
度

の
安
定
し
た
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
適
切
に
対
処
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
当
共
済
組
合
と
し
て
、短
期
給
付
財
政
を
取
り

巻
く
厳
し
い
状
況
等
を
総
合
的
に
判
断
し
、各
審
議
を
経
て
、や

む
な
く
下
記
の「
出
産
費
附
加
金・家
族
出
産
費
附
加
金
」及
び

「
埋
葬
料
附
加
金・家
族
埋
葬
料
附
加
金
」の
各
附
加
給
付
に
つ
い

て
、平
成
22
年
４
月
１
日
を
施
行
日
と
し
廃
止
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

組
合
員
の
皆
さ
ん
に
は
、こ
の
よ
う
な
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、よ
り
一
層
の
医
療
費
の
節
減
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

附
加
給
付
の
廃
止
に
つ
い
て
（
平
成
22
年
4
月
よ
り
）

【
出
産
費
・
家
族
出
産
費
附
加
金
及
び
埋
葬
料
・
家
族
埋
葬
料
附
加
金
】

○出産費附加金・家族出産費附加金 …… １件当たり ２０，０００円
共済組合法第６３条の規定（第２項の規定を除く。）に基づき
出産費又は家族出産費を支給する場合において、これに附加して支給。

○埋葬料附加金・家族埋葬料附加金 …… １件当たり ２０，０００円
共済組合法第６５条の規定に基づき
埋葬料又は家族埋葬料を支給する場合において、これに附加して支給。

廃止の附加給付種別等

平成２２年４月１日以降に給付事由（出産日・死亡日）が
発生したものから廃止（平成２２年３月３１日までは従前どおり）

廃止年月日（定款の一部変更施行日）等

No.2219



　

雇
用
保
険
法
等
の一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成
21
年
３
月
31
日
付
で
公
布
さ
れ
、育
児
休
業
給
付
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
改
正
と
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

育
児
休
業
手
当
金
は
育
児
休
業
中
と
給
付
終
了
６
月
経
過
後
と
に
分
け
て
支
給
し
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
育
児
休
業
を
開
始
し
た
組
合
員
の
方
に
つ
い
て
は
給
付
金
を
統
合
し
て
全

額
育
児
休
業
期
間
中
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

春
は
異
動
の
多
い
季
節
で
す
。組
合
員
被
扶
養
者
証
を
持
っ
て
い
る
方
で
次
の
よ
う
な
場
合
は
、被
扶
養

者
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
当
共
済
組
合
へ
早
急
に
取

り
消
し
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
以
外
に
も
要
件
を
欠
く
事
由
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
共
済
事
務
担
当
課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、取
消
日
以
降
に
組
合
員
被
扶
養
者
証
で
受
診
さ
れ
ま
し
た
医
療
費
は
、後
日
当
共
済
組
合
に

返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。手
続
き
が
遅
れ
ま
す
と
、そ
の
分
返
還
額
が
高
額
と
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、十
分
に
ご
注
意
願
い
ま
す
。

育
児
休
業
給
付
の
統
合

要
件
を
欠
く
事
由

（
例
）

給
与
収
入・・・過
去
１
年
間（
４
月
か
ら
３
月
な
ど
）の
累
計
で
認
定
限
度
額
※
を
超
過

年
金
収
入・・・新
た
に
公
的
年
金
の
受
給
権
が
発
生
、

　
　
　
　
　

ま
た
は
年
金
額
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、認
定
限
度
額
※
を
超
過

※
認
定
限
度
額
と
は
、障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
受
給
者
ま
た
は
60
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
は
年
額
1
8
0
万
円
。

　

そ
れ
以
外
の
方
は
年
額
1
3
0
万
円
。

②
収
入
が
増
加

①
就
職
し
、勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入

被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件
を

お
確
か
め
く
だ
さ
い

育
児
休
業
給
付
の
改
正
に
つ
い
て

（
平
成
22
年
４
月
１
日
施
行
）

 

給
付
率
引
上
げ
措
置
の
延
長（
40
／
100
↓
50
／
100
）

　

平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
給
付
率
の
引
上
げ（
50
／
100
）が
、平
成
22
年
４
月
１
日
以
降

も
当
分
の
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◎育児休業中の支給額

改正前

※平成22年3月31日までに育児休業を開始された
組合員の方は、改正前どおり育児休業中に30／
100、育児休業終了日（または、子が１歳に達した日
のいずれか早い日）後、引き続き６月以上組合員で
ある場合に20／100が支給されます。

改正後

◎給付終了6月経過後の支給額

１日につき給料日額
（給料の１／22の額） 1.25

手当金

30／100× ×
支給率

１日につき給料日額
（給料の１／22の額） 1.25

手当金

20／100× ×
支給率

◎育児休業中の支給額

１日につき給料日額
（給料の１／22の額） 1.25

手当金

50／100× ×
支給率

※給付日額の上限9,531円
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老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
の
方
法
と
し
て
、
2
通
り
あ
り
ま
す
。

◎「
一
部
」繰
上
げ

　

60
歳
か
ら
定
額
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
に
請

求
が
で
き
、
65
歳
か
ら
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
の
一
部
と
特
例
に
よ
る

退
職
共
済
年
金
の
額
の
う
ち
定
額
部
分
を
同
時
に
繰
上
げ
る
方
法
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の

繰
上
げ
に
つ
い
て

平
成
６
年
法
律
改
正
に
よ
り
昭
和
16
年
４
月
２
日
（
特
定
消
防
組
合
員
は
、
昭
和
22
年
４
月

２
日
）
以
後
に
生
ま
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
退
職
共
済
年
金
の
定
額
部
分
及
び
加
給
年
金
の

支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
60
歳
前
半
の
年
金
額
が
従
来
よ
り
も
低
額
と
な
る
こ
と
か
ら
65
歳
か
ら
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
老
齢
基
礎
年
金（
国
民
年
金
）の「
一
部
」ま
た
は「
全
部
」を
繰
上
げ
、

退
職
共
済
年
金
や
老
齢
厚
生
年
金
と
併
給
で
き
る
制
度
が
で
き
ま
し
た
。詳
細
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

繰
上
げ
の
方
法

◎「
全
部
」繰
上
げ

　

60
歳
か
ら
65
歳
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
に
請
求
が
で
き
、
65
歳
か

ら
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
の
全
部
を
繰
上
げ
る
方
法
で
す
。

　

な
お
、
昭
和
24
年
４
月
２
日（
特
定
消
防
組
合
員
の
方
は
昭
和
30

年
４
月
２
日
）以
降
生
ま
れ
の
方
は
、
定
額
部
分
の
支
給
が
な
い
た
め
、

「
全
部
」繰
上
げ
の
み
と
な
り
ま
す
。

繰
上
げ
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
場
合
の
注
意
点
に
つ
い
て

　
「
一
部
」ま
た
は「
全
部
」繰
上
げ
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
場
合

に
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
繰
上
げ
は
、
本
来
の
支
給
開
始
年
齢
で
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
年
金

を
減
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
算
定
し
ま
す
。
よ
っ
て
60
歳
代
前
半

に
お
い
て
は
有
利
な
金
額
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
年
数
を

経
過
す
る
と
生
涯
で
受
け
取
る
年
金
額
よ
り
も
低
額
と
な
り
ま
す
。

②
繰
上
げ
に
よ
る
年
金
を
一
旦
受
け
取
る
と
、
後
に
裁
定
取
り
消
し

は
で
き
ま
せ
ん
。

③
繰
上
げ
に
よ
る
年
金
は
月
単
位
で
減
額
率
が
変
わ
り
ま
す（
１
か
月

０
・
5
％
）。
よ
っ
て
、
自
身
の
生
活
設
計（
再
就
職
等
）を
よ
く
考

え
、
請
求
時
期
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。

「
一
部
」ま
た
は「
全
部
」繰
上
げ
の
請
求
手
続
き
に
つ
い
て

　

繰
上
げ
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
繰
上
げ
を
希
望
す
る
月
の
前
月

中
に
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
請
求
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
手
続
き
の
際
に
当
共
済
組
合
の「
年
金
加
入
期
間
確
認
通
知
書
」

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
共
済
組
合
年
金
課

（
T
E
L
０
７
４
４
│
２
９
│

８
２
６
６
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
繰
上
げ
を
さ
れ
た
場
合
に
は
、
共
済
組
合
年
金
課
へ
そ
の

旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

「
全
部
」繰
上
げ
の
老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
先

　
←

年
金
事
務
所（
旧
社
会
保
険
事
務
所
）

「
一
部
」繰
上
げ
の
老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
先

　
﹇
共
済
組
合
の
み
の
者
﹈←

共
済
組
合

　
﹇
複
数
の
年
金
制
度
の
期
間
が
あ
る
者
﹈

←

年
金
事
務
所（
旧
社
会
保
険
事
務
所
）

加給部分

定額部分

加給部分

例）昭和25年4月2日生まれ、本来の特別支給開始年齢62歳の場合
　この場合、下図の62歳時点で受け取れる退職共済年金の12％（
0.5×24月、加給年金は除く）程度の減額により、60歳から繰上げら
れた老齢基礎年金と退職共済年金を受け取れる。
　ただし、この場合においても、加給年金は62歳からであり、組合
員として在職中においては、退職共済年金は原則支給停止となる。

繰上げ

繰上げられた老齢基礎年金

繰上げ調整額

給与（給料）比例部分

62歳60歳 60歳 62歳

給与（給料）比例部分

退
職
共
済
年
金

老齢基礎年金の繰上げの概念（一部繰上げ）
＜特定消防組合員の場合＞

対象者

一
般
組
合
員

特
定
消
防
組
合
員

昭
和
24
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方

昭
和
30
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方

対象者

一
般
組
合
員

特
定
消
防
組
合
員

昭
和
16
年
４
月
２
日
〜
昭
和
28
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

昭
和
22
年
４
月
２
日
〜
昭
和
34
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

老齢
基礎年金

加給部分加給部分

例）昭和25年4月2日生まれ、本来の特別支給開始年齢65歳の場合
　この場合、下図の65歳時点で受け取れる退職共済年金の30％（
0.5×60月、加給年金は除く）程度の減額により、60歳から繰上げら
れた老齢基礎年金と退職共済年金を受け取れる。
　ただし、この場合においても、加給年金は65歳からであり、組合
員として在職中においては、退職共済年金は原則支給停止となる。

繰上げ

繰上げられた老齢基礎年金

給与（給料）比例部分

65歳60歳 60歳 65歳

給与（給料）比例部分
退
職
共
済
年
金

老齢基礎年金の繰上げの概念（全部繰上げ）
＜一般組合員の場合＞
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現
在
の
共
済
年
金
制
度
は
、「
年
齢
に
よ
る
定
額
部
分
の
支
給

開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」・「
加
給
年
金
の
改
定
」・「
年
金
外
の
所

得
に
よ
る
一
部
支
給
停
止
」・「
雇
用
保
険
法
に
よ
る
失
業
給
付
と

の
調
整
」・「
複
数
年
金
の
併
給
調
整
」・「
65
歳
到
達
に
よ
る
老
齢

基
礎
年
金
及
び
本
来
支
給
の
退
職
共
済
年
金
の
請
求
」等
、複
雑

に
な
っ
て
お
り
、退
職
後
に
お
き
ま
し
て
も
報
告
や
請
求（
届
出
）

が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
ご
案
内
を
す
る
と
と
も
に
、

次
の
実
施
要
領
に
基
づ
き
平
成
22
年
度
退
職
予
定
者
年
金
相
談

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

【
実
施
要
領
】

1 
対
象
者

　

平
成
22
年
度
退
職
予
定
の
58
歳
以
上（
昭
和
28
年
4
月
1
日
以
前

生
ま
れ
）の
組
合
員
及
び
元
組
合
員（
以
下「
組
合
員
等
」と
い
う
）。

2 

募
集
、申
込
方
法
等

　

参
加
募
集
等
に
か
か
る
通
知
に
つ
き
ま
し
て
は
、当
共
済
組
合

よ
り
各
所
属
所
に
対
し
て
通
知
い
た
し
ま
す
。参
加
を
希
望
す
る

場
合
に
は
、所
定
の
申
込
書「
年
金
相
談
会
個
人
情
報
申
出
書
」

に
年
金
算
定
を
行
う
う
え
で
必
要
と
な
り
ま
す
情
報
等
を
記
入

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、お
申
し
込
み
は
各
所
属
所
で
取
り
ま
と
め
て
行
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、共
済
事
務
担
当
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
参
加
は
1
人
1
回
限
り
で
す
。（
複
数
回
の
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
）

3 

開
催
場
所
等

　

次
の
日
程
で
開
催
を
予
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
都
合

に
応
じ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い（
日
程
は
都
合
に
よ
っ
て
変
更
と
な
る

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
共
済
事
務
担
当
課
に
ご
確

認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
）。

　

な
お
、所
属
所
単
位
で
の
振
り
分
け
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、皆
さ

ん
の
ご
都
合
に
応
じ
て
、参
加
希
望
の
開
催
場
所
を
お
選
び
く
だ

さ
い
。

※
た
だ
し
、会
場
等
の
都
合
に
よ
っ
て
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
調

整
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、予
め
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

◎
平
成
22
年
度
の
開
催
予
定

平
成
22
年

8
月
上
旬
 ・
・
・
・

市
町
村
会
館（
橿
原
市
）

８
月
下
旬
 
・
・
・
・

市
町
村
会
館（
橿
原
市
）

9
月
上
旬
 ・
・
・
・

か
が
や
き
プ
ラ
ザ（
天
理
市
）

9
月
下
旬
 ・
・
・
・

五
條
市
民
会
館（
五
條
市
）

10
月
上
旬
 ・
・
・
・

大
和
高
田
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー（
大
和
高
田
市
）

11
月
上
旬
 ・
・
・
・

奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー（
葛
城
市
）

11
月
下
旬
 ・
・
・
・

あ
ら
か
し
ホ
ー
ル（
大
淀
町
）

12
月
中
旬
 ・
・
・
・

な
ら
ま
ち
セ
ン
タ
ー（
奈
良
市
）　

平
成
23
年　

1
月
中
旬
 ・
・
・
・

プ
リ
ズ
ム
へ
ぐ
り（
平
群
町
）

1
月
下
旬
 ・
・
・
・

美
榛
苑（
宇
陀
市
）

※
開
催
場
所
の
後
の（　
　

）内
は
、そ
の
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
名
を
示
し
て

い
ま
す
。

※
都
合
に
よ
っ
て
、日
程
や
会
場
が
変
更
と
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
参
加
い

た
だ
く
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、共
済
事
務
担
当
課
に
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
開
催
日
に
つ
い
て
は
、各
所
属
所
宛
て
に
通
知
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、共

済
事
務
担
当
課
ま
で
、お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

4 

内
容

①
個
別
に
よ
る
退
職
時
の
年
金
額
の
提
示

②
退
職
後
の
年
金
額
の
推
移（
65
歳
か
ら
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
）

　

平
成
21
年
度
の
退
職
予
定
者
年
金
相
談
会
は
、こ
れ
ま
で
の
所

属
所
を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
形
式
と
は
異
な
り
、県
内
11
箇
所

の
会
場
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
と
し
、お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た

方
々
に
ご
来
場
し
て
い
た
だ
く
形
式
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
の
平
成
21
年
度
退
職
予
定
者
年
金
相

談
会
に
、各
会
場
の
総
数
４
４
７
名
の
方
々
に
ご
参
加
、ご
協
力
い

た
だ
き
無
事
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
に
お
き
ま
し
て
も
、組
合
員
の
皆
さ
ん
の
将
来
の
生
活
設

計
の一
助
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、年
金
相
談
会
事
業
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

「
平
成
 21
年
度
退
職
予
定
者
年

金
相
談
会
」の
実
施
報
告

「
平
成
 22
年
度
退
職
予
定
者

年
金
相
談
会
」開
催
の
お
知
ら
せ
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な
お
、平
成
23
年
以
降
の
長
期
給
付
に
係
る
掛
金
率
は
、次
の

と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

③
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ

④
年
金
制
度
に
つ
い
て（
再
就
職
に
よ
る
年
金
の一
部
支
給
停
止
、

　

複
数
年
金
の
併
給
調
整
な
ど
）

⑤
退
職
後
の
健
康
保
険
に
つ
い
て

⑥
参
加
者
か
ら
の
質
疑
応
答

5 

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

年
金
相
談
会
に
参
加
い
た
だ
く
場
合
に
は
、そ
の
年
金
額
算
定

の
基
礎
資
料
と
し
て「
年
金
相
談
個
人
情
報
申
出
書
」を
ご
提
出

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
、相
談
会
に
お
い
て
作
成
い
た
し
ま
す
基
礎
資
料
と

退
職
共
済
年
金
決
定
時
に
お
け
る
確
認
資
料
と
し
て
の
み
使
用

す
る
こ
と
と
し
、個
人
に
関
す
る
大
切
な
情
報
と
し
て
取
り
扱
い

い
た
し
ま
す
。な
お
、配
偶
者
の
情
報
に
つ
き
ま
し
て
も
同
じ
取
り

扱
い
と
い
た
し
ま
す
。

6 

そ
の
他

　
い
ず
れ
の
会
場
に
つ
い
て
も
、原
則
午
後
１
時
か
ら
の
開
始
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

2
時
間
程
度
の
全
体
説
明
を
行
い
、そ
の
後
、質
疑
応
答
の
時

間
を
設
け
、参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
等
に
個

別
で
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、参
加
に
あ
た
り
ま
し
て
の
会
場
ま
で
の
交
通
費
は
、各
自

の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。ま
た
、駐
車
料
金
が
必
要
と
な
る
場

合
は
、そ
の
費
用
も
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
に
行
わ
れ
た
地
方
公
務
員
共
済
年
金
に
お
け
る
財

政
再
計
算
に
よ
り
、平
成
22
年
9
月
に
長
期
給
付
に
係
る
掛
金
率

は
、次
の
と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

区 分 本
年
９
月
に
長
期
給
付
に
係
る
掛
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

※給料に係る掛金を算定する場合、掛金率を基本給に乗ずることになっています。したがって、諸手当を除いたも
のに掛金率が乗じられることとなりますので、給料に対する割合は、期末手当等に対する割合と異なります。

給料に
対する割合※

期末手当等に
対する割合

平成21年9月

～

平成22年8月

94.7125

75.77

平成22年9月

～

平成23年8月

96.9250
（＋2.2125）

77.54
（＋1.77）

（単位：‰）

※平成21年に行われた財政再計算に係る情報については、
連合会のホームページに掲載しております。どうぞご覧ください。

http://www.chikyoren.or.jp

※長期給付に係る掛金率は、地方公務員共済組合連合会定款で定めています。

区 分

給料に
対する割合

期末手当等に
対する割合

平成23年9月

～

平成24年8月

99.1375
（＋2.2125）

79.31
（＋1.77）

平成25年9月

～

103.5625
（＋2.2125）

82.85
（＋1.77）

（単位：‰）

平成24年9月

～

平成25年8月

101.3500
（＋2.2125）

81.08
（＋1.77）
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特
例
に
よ
る

退
職
共
済
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

　

1
年
以
上
の
組
合
員
期
間
が
あ
り
、か
つ
組
合

員
期
間
等（
※
）が
25
年
以
上
あ
る
方
が
、60
歳
に

到
達
す
る
と
特
例
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
を
受
け

る
権
利
が
発
生
し
ま
す
。

　

こ
の
権
利
は
、退
職
後
は
も
と
よ
り
公
務
員
と

し
て
在
職
中
で
あ
っ
て
も
発
生
す
る
こ
と
と
な

り
、年
金
の
請
求
決
定
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
特
例
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
は
公
務

員
と
し
て
在
職
中
の
場
合
に
は
、原
則
と
し
て
支
給

停
止
と
な
り
ま
す
が
、給
料
や
期
末
手
当
等
の
額
に

応
じ
て
一
部
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
次
の
と
お
り
在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ

れ
る
組
合
員
の
皆
さ
ん
へ
退
職
共
済
年
金
の
請
求

等
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

（
※
）組
合
員
期
間
等
…
公
務
員
・
厚
生
年
金
保

険
・
国
民
年
金
・
私
立
学
校
教
職
員
の
期
間
等
を
合

算
し
た
期
間
で
す
。

﹇ 

Ⅰ 

﹈ 

請
求
手
続
き

　

所
定
の
請
求
様
式
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
い

た
だ
き
、所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課（
人
事
課

ま
た
は
総
務
課
等
）を
経
由
し
て
請
求
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

請
求
に
か
か
る
様
式
に
つ
き
ま
し
て
は
、各
所

属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
に
申
し
出
て
い
た
だ

く
か
、全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会（
以
下

「
全
国
連
合
会
」
）の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
様
式
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
印
刷
が
可
能
な
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
の
で
、そ
こ
か
ら
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
。

全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://www.shichousonren.or.jp/

﹇ 

Ⅱ 

﹈ 

請
求
時
期

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
は
60
歳
の
誕
生
日
が
到

来（
60
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）し
た
時
点
で
そ
の
権
利

が
発
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。よ
っ
て
、年
金
の
請

求
は
こ
の
60
歳
到
達
日
以
降
に
行
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

﹇ 
Ⅲ 
﹈ 

決
定
後
の
年
金
証
書
等
の
交
付

　

当
共
済
組
合
で
は
、前
記
に
よ
り
提
出
の
あ
っ

た
請
求
書
等
を
受
理
・
審
査
し
、全
国
連
合
会
へ
請

求
書
を
進
達
い
た
し
ま
す
。ま
た
、全
国
連
合
会

で
は
進
達
さ
れ
た
請
求
書
に
基
づ
き
年
金
の
決
定

を
行
い
、後
日
、年
金
証
書
を
共
済
組
合
及
び
所

属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
を
経
由
し
て
請
求
者
の

方
々
に
交
付
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
年
金
証
書
は
全
国
連
合
会
か
ら
年

金
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
重
要

な
書
類
で
す
か
ら
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇ 

Ⅳ 

﹈ 

年
金
課
か
ら
の
お
願
い

　

年
度
末
は
定
年
退
職
者
の
年
金
改
定
処
理
等

の
事
務
が
集
中
す
る
時
期
で
す
。事
務
処
理
を
円

滑
に
行
い
、速
や
か
に
全
国
連
合
会
へ
の
事
務
手

続
き
が
行
え
る
よ
う
、在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ

れ
た
場
合
に
は
決
定
請
求
書
の
提
出
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
請
求
に
あ
た
っ
て
の
必
要
書
類
等
の
手
続
き
に
関

し
ま
し
て
は
、共
済
事
務
担
当
課
の
指
示
に
従
っ
て

行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
へ

　

当
共
済
組
合
で
は
、退
職
後
す
ぐ
に
年
金
受
給

者
と
な
ら
な
い
方
が
、退
職
後
に
お
い
て
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、

ご
自
宅
へ〝
退
職
共
済
年
金
請
求
書
等
の
事
前
送

付
〞を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、平
成
22
年
1
月

受
給
権
発
生
者
か
ら
は
、退
職
共
済
年
金
の
請
求

漏
れ
の
防
止
及
び
年
金
裁
定
に
要
す
る
事
務
の
効

率
化
を
図
る
た
め
、退
職
共
済
年
金
請
求
書
等
に
一

部
印
字
し
、事
前
送
付
す
る〝
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド

方
式
〞を
開
始
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
方
式
に
よ
る
退
職
共
済
年

金
請
求
書
等
の
事
前
送
付
開
始
に
つ
い
て

﹇ 

送
付
対
象
者 

﹈

①
組
合
員
期
間
が
１
年
以
上
の
60
歳
到
達
予
定
者

②
組
合
員
期
間
が
１
年
未
満
の
65
歳
到
達
予
定
者

﹇ 

印
字
す
る
請
求
書
等 

﹈

①
退
職
共
済
年
金
請
求
書

②
勤
務
状
況
等
申
告
書

③
年
金
受
給
権
者
再
就
職
届
書（
他
制
度
加
入
用
）

④
雇
用
保
険
法
に
よ
る
給
付
と
の

調
整
事
由
該
当
届
書
・
不
該
当
届
書

⑤
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

上
記
印
字
す
る
請
求
書
等

カ
ナ
氏
名

漢
字
氏
名

性
別

生
年
月
日

所
属
所
番
号

証
番
号

給
料
記
録
番
号

基
礎
年
金
番
号

住
所

住
所
コ
ー
ド

退
職
年
月
日

受
給
権
発
生
年
月
日

過
去
に
受
給
し
た
退
職
一
時
金
の
受
給
状
況

①○○○○○○○○○○○自
書○

②─────────○○自
書○

③─────────○○自
書○

④─────────○○自
書○

⑤────自
書────○─自

書○
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貯
金
事
業
の
ご
案
内

　

当
共
済
組
合
の
組
合
員（
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
）及
び
公
益
法
人
等
へ

の
派
遣
制
度
に
と
も
な
う
在
職
派
遣
を
さ
れ
た
職
員
で
す
。た
だ
し
、退
職
派

遣
者
は
、派
遣
前
か
ら
加
入
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、継
続
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、新
規
で
の
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。当
共
済
組
合
の
組
合
員

（
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
）と
し
て
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
は
、解
約
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
こ
の
貯
金
制
度
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、「
組
合
員
貯
金
申

込
書
」及
び「
組
合
員
貯
金
印
鑑
届
」を
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
、加
入
し
よ

う
と
す
る
月
の
前
月
27
日
ま
で
に
当
共
済
組
合
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

貯
金
の
一
部
払
い
戻
し
を
希
望
す
る
場
合
は「
組
合
員
貯
金
一
部
払
戻
請
求

書
」、解
約
を
希
望
す
る
場
合
は「
組
合
員
貯
金
解
約
払
戻
請
求
書
」に
よ
り
手

続
き（
※
）を
行
う
こ
と
に
よ
り
、「
給
付
金
等
振
込
口
座
指
定
届
」で
登
録
し

た
預
金
口
座
に
直
接
送
金
い
た
し
ま
す
。こ
の
場
合
、各
請
求
書
に
押
印
す
る

印
鑑
は
、必
ず
届
出
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い（
貯
金
の
申
し
込
み
時
に
提
出

い
た
だ
い
た「
組
合
員
貯
金
印
鑑
届
」に
よ
る
届
出
印
）。

※
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
当
共
済
組
合
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

組
合
員
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
て
、組
合
員
の
貯
金
の

受
け
入
れ
及
び
そ
の
運
用
を
行
う
事
業
で
す
。

　

組
合
員
貯
金
は
、お
預
か
り
し
た
お
金
を
安
全
か
つ
効
率
的
に
運
用
す
る
こ
と

で
収
益
金
を
得
て
、貯
金
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
利
息
と
し
て
還
元
い
た
し
ま
す
。

　

貯
金
の
種
類
は
積
立
貯
金
で
、積
み
立
て
の
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
定
例
積
立

毎
月
の
給
料
か
ら
定
額
を
控
除
し
積
み
立
て
る（
積
み
立
て
を
行
う
場
合
は
、

５
０
０
円
以
上
で
１
０
０
円
単
位
）。

■
ボ
ー
ナ
ス
積
立

６
月
・
12
月
の
期
末・勤
勉
手
当
か
ら
定
額
を
控
除
し
積
み
立
て
る（
積
み
立
て

を
行
う
場
合
は
、５
０
０
円
以
上
で
１
０
０
円
単
位
）。

■
臨
時
積
立

随
時
に
任
意
の
額
の
預
け
入
れ
が
で
き
ま
す
。

貯
金
事
業
の
目
的

1
貯
金
事
業
の
し
く
み

2
貯
金
の
種
類

3

共
済
組
合
に
よ
る

運
用
預
け
入
れ
金

貯
金
の
で
き
る
方

4
貯
金
の
申
し
込
み

5
貯
金
の
払
い
戻
し
及
び
解
約
払
い
戻
し

6

　

定
例
積
立
及
び
ボ
ー
ナ
ス
積
立
に
お
け
る
積
立
額
の
変
更
を
行
う
場
合
は
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
月
の
前
月
27
日
ま
で
に
共
済
組
合
事
務
担
当
課
を
通
じ
、

当
共
済
組
合
へ
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。た
だ
し
、定
例
積
立
額
の
変
更
に
つ

い
て
は
、毎
月
可
能
で
す
が
、ボ
ー
ナ
ス
積
立
額
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
、変

更
を
希
望
す
る
期
末・勤
勉
手
当
の
支
給
月
の
み
と
な
り
ま
す
。

　

氏
名
が
変
わ
っ
た
り
、届
出
印
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、「
組
合
員
貯

金
諸
変
更
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

利
息
の
計
算
は
、毎
年
３
月
及
び
９
月
末
日
に
行
い
、同
日
元
金
に
組
み
入

れ
ま
す
。ま
た
、残
高
に
つ
い
て
は
、毎
年
３
月
及
び
９
月
の
各
末
日
現
在
の
貯

金
額
の
明
細
を「
貯
金
現
在
残
高
通
知
書（
決
算
）」に
よ
り
共
済
事
務
担
当
課

を
通
じ（
任
意
継
続
組
合
員
に
は
直
接
）、貯
金
加
入
者
に
通
知
し
ま
す
。

　

年
利
１・２
％（
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
）で
す
。

※
金
利
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、預
金
利
率
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方（
例
：
母
子
家
庭
の
母
、身
体
障
害
者
等
）は
、

「
障
害
者
等
に
対
す
る
マ
ル
優
制
度（
他
の
金
融
機
関
と
合
わ
せ
て
元
金

３
５
０
万
円
ま
で
非
課
税
）」を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

積
立
額
の
変
更
等

7
貯
金
者
の
諸
変
更

8
利
息
と
貯
金
残
高
の
通
知

9
組
合
員
貯
金
の
利
率

10
そ
の
他

11

払
戻
日

（
休
日
の
場
合
は
前
日
）

締
切
日

（
休
日
の
場
合
は
翌
日
）

※
締
切
日
は
共
済
組
合
へ
の
必
着
日
で
あ
り
、所
属
所
で
の
締
切
日
は
、共
済
組
合
へ
の

送
付
等
の
関
係
上
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

払
戻
日
及
び
各
請
求
書
の
締
切
日
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

一
部
払
い
戻
し

解
約
払
い
戻
し

毎
月
10
日

毎
月
25
日

毎
月
25
日

払
戻
月
の
前
月
25
日

払
戻
月
の
15
日

解
約
月
の
15
日

新
し
く
組
合
員
に
な
ら
れ
た
方
、ま
だ
組
合
員
貯
金
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い

方
、こ
の
春
か
ら
組
合
員
貯
金
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。貯
金
事
業
に
つ
き
ま

し
て
、次
の
と
お
り
ご
案
内
い
た
し
ま
す（
今
回
は
、在
職
中
の
方
へ
の
ご
案

内
と
し
ま
す
。任
意
継
続
組
合
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、共
済
ニ
ュ
ー
ス「
す
こ
や

か
」
平
成
２２
年
１
月
号
６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

組合員

債権等の購入

共済組合

預
け
入
れ

運
用
収
益

利
息
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平
成
22
年
度
保
健
事
業
の
ご
案
内

成
人
病
健
診

（
一
次
検
査
）

事
業
の
種
類

実
施
内
容

実
施
期
間（
予
定
）

30
歳
以
上
の
組
合
員
を
対
象
に
、健
康
保
持
増
進
を
目
的
と
し
て
検
査

機
関
の
健
診
車
に
よ
り
巡
回
健
診
を
実
施

た
だ
し
、大
腸
検
査
に
つ
い
て
は
、30
歳
以
上
の
希
望
す
る
組
合
員
に
つ

い
て
の
み
実
施

人
間
ド
ッ
ク
申
込
者
は
対
象
外

【
検
査
の
種
類
】

①
胃
部
検
査　

②
心
電
図
検
査（
35
歳
を
除
く
30
歳
代
）　

③
眼
底
検
査

（
40
歳
以
上
）　

④
血
液
検
査（
35
歳
を
除
く
30
歳
代
は
13
項
目
、35
歳

及
び
40
歳
以
上
は
４
項
目
）　

⑤
尿
検
査　

⑥
大
腸
検
査

５月～10月

精
密
検
査

（
二
次
検
査
）

一
時
検
査
の
結
果
、精
密
検
査
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、当
共
済
組

合
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
お
い
て
順
次
実
施

【
検
査
の
種
類
】

①
胃
部
精
密
検
査　

②
大
腸
精
密
検
査

６月～１月

委
託
定
期

健
康
診
断

所
属
所
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
、成
人
病
健
診
と
同
時
に
実
施

【
検
査
の
種
類
】

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
44
条
の
規
定
に
定
め
る
定
期
健
康
診
断
項
目

の
中
か
ら
、所
属
所
よ
り
申
し
込
み
の
あ
っ
た
項
目

５月～10月

特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導

早
い
段
階
で
生
活
習
慣
を
見
直
し
、糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
の
予
防

対
策
と
し
て
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
組
合
員・被
扶
養
者
に
対
し
て
特

定
健
康
診
査・特
定
保
健
指
導
を
実
施

①
特
定
健
康
診
査

組
合
員
は
、所
属
所
の
定
期
健
康
診
断・人
間
ド
ッ
ク
医
療
機
関
に
て

受
診
。被
扶
養
者
は
、指
定
の
医
療
機
関
も
し
く
は
人
間
ド
ッ
ク
医
療

機
関
に
て
受
診

②
特
定
保
健
指
導

特
定
健
康
診
査
の
結
果
か
ら
当
共
済
組
合
が
必
要
で
あ
る
と
判
断

し
た
組
合
員・被
扶
養
者
に
対
し
て
特
定
保
健
指
導
を
実
施

５月～３月

1 

疾
病
予
防
対
策
関
係

人
間
ド
ッ
ク
助
成

婦
人
科
健
診

電
話
健
康
相
談

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
相
談

35
歳（
脳
ド
ッ
ク
は
50
歳
）以
上
の
希
望
す
る
組
合
員
と
被
扶
養
者
を
対

象
に
、健
康
保
持
増
進
を
目
的
と
し
て
指
定
医
療
機
関
で
実
施

【
コ
ー
ス
】　

○
日
帰
り
コ
ー
ス　

○
１
泊
２
日
コ
ー
ス　

○
脳
ド
ッ
ク
コ
ー
ス

【
共
済
組
合
助
成
額
】

○
組
合
員
／
２
０
，０
０
０
円
、被
扶
養
者
／
１
３
，０
０
０
円

○
た
だ
し
、節
目
該
当
年
齢（
40・45・50・55・60
歳
）の

　

組
合
員
／
３
０
，０
０
０
円
、被
扶
養
者
／
１
９
，０
０
０
円

健
康
医
療
に
つ
い
て
の
電
話
相
談（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

【
電
話
番
号
】

０
１
２
０-

０
３-

１
１
１
９（
相
談
料
無
料
、24
時
間
対
応
、年
中
無
休
）

こ
こ
ろ
の
健
康
に
つ
い
て
の
相
談（
臨
床
心
理
士
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）

【
相
談
予
約
専
用
電
話
】　

０
７
４
５-

７
２-

５
３
０
７（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室
直
通
、予
約
受
付
火
曜
日
）

受診券配布後～
平成23年3月25日

（募集22年２～３月、４月）

受診券配布後～
平成23年3月25日

（募集２２年２～３月、４月）
年間年間

30
歳
以
上
の
希
望
す
る
女
性
の
組
合
員
と
被
扶
養
者
を
対
象
に
、健
康

保
持
増
進
を
目
的
と
し
て
指
定
医
療
機
関
で
実
施

【
検
査
の
種
類
】

①
子
宮
が
ん
検
査（
問
診・内
診・頸
部
細
胞
診
）　

②
乳
が
ん
検
査（
問

診・内
診・触
診
）

【
検
査
の
費
用
】

当
共
済
組
合
が
全
額
負
担（
①
お
よ
び
②
の
検
査
項
目
に
限
る
）

人
間
ド
ッ
ク
も
し
く
は
、婦
人
科
健
診
の
追
加
検
査
と
し
て
、マ
ン
モ
グ

ラ
フ
ィ
ー
ま
た
は
、乳
腺
超
音
波
検
査（
エ
コ
ー
）を
受
診
さ
れ
た
場
合
に

一
部
費
用（
２
，０
０
０
円
）を
当
共
済
組
合
が
負
担

事
業
の
種
類

実
施
内
容

実
施
期
間（
予
定
）

健
康
情
報

コ
ン
テ
ン
ツ

奈
良
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
倶
楽
部
す
こ
や
か
★
な
ら

共
済
で
健
康
情
報
の
提
供
を
実
施（h

ttp
://w

w
w
.kyo

s
a
i-n
a
ra
.jp
/

）

①
ト
リ
ア
ー
ジ
ュ
笑
顔・・・気
に
な
る
症
状
を
チ
ェ
ッ
ク

②
家
庭
の
医
学・・・病
気
や
ケ
ガ
を
調
べ
る

③
笑
顔
de
発
見
M
y
ド
ク
タ
ー・・・近
所
の
病
院
を
調
べ
る

④
メ
ニ
ュ
ー
B
O
O
K
3
6
5
日・・・便
利
な
メ
ニ
ュ
ー
集

年間
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実
施
内
容

実
施
期
間（
予
定
）

事
業
の
種
類

３
年
間
ま
た
は
１
年
間
無
傷
病

７月

組
合
員
の
健
康
管
理
を
積
極
的
に
推
奨
し
、所
属
所
と
の
協
力
体
制
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催

６月

食
生
活
の
重
要
性
と
健
康
の
維
持
増
進
、健
康
管
理
の
普
及
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催

９月

組
合
員
の
生
涯
生
活
設
計
を
樹
立
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
と
と
も

に
、所
属
所
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
事
業
の
推
進
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
開
催

１０月

健
康
保
持
増
進
を
推
奨
す
る
上
で
、健
康
づ
く
り
の
意
識
高
揚
と
健
康

生
活
習
慣
の
実
践
の
促
進
を
図
る
た
め
開
催

１１月

健
康
家
庭
表
彰

共
済
ニ
ュ
ー
ス
配
布

（
す
こ
や
か
）

保
健
用

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
配
布

育
児
指
導
書
配
布

衛
生
管
理
者

（
健
康
管
理
担
当
者
）

研
修
会

食
生
活
健
康
講
座

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

セ
ミ
ナ
ー

健
康
づ
く
り
教
室

3 

健
康
家
庭
表
彰
関
係

4 

図
書
・
広
報
関
係

5 

健
康
対
策
関
係

共
済
ニ
ュ
ー
ス
を
年
４
回
組
合
員
全
員
に
配
布

年４回

健
康
生
活
を
営
む
た
め
の
参
考
と
し
て
、リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
共
済
ニ
ュ
ー

ス
の
中
に
掲
載
し
、組
合
員
全
員
に
配
布

年４回

妊
娠・出
産・養
育
の
手
引
書
と
し
て
、組
合
員
、配
偶
者
及
び
被
扶
養
者

の
出
産（
予
定
）者
に
月
刊
誌
を
１
年
間
配
布

年４回

実
施
内
容

実
施
期
間（
予
定
）

事
業
の
種
類

映
画
館
等
入
場
券
窓
口
割
引
の
対
象
映
画
館
で
あ
る
シ
ネ
マ
デ
プ
ト
友
楽（
奈
良
市
所
在
）に
つ
い
て
は
、平
成
22
年
１
月
31
日
付
け

を
も
っ
て
閉
館
い
た
し
ま
し
た
。

新
規
組
合
員
に
配
布
し
て
い
ま
し
た
、救
急
箱
配
布
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、平
成
22
年
度
よ
り
廃
止
い
た
し
ま
し
た
。

成
人
病
健
診
で
実
施
し
て
い
ま
し
た
歯
科
検
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、平
成
22
年
度
よ
り
廃
止
い
た
し
ま
し
た
。

災
害
見
舞
品
配
布

災
害
を
受
け
、地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
73
条
ま
た
は
、奈
良
県
市
町

村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
37
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
配
布

○
短
期
給
付
の
災
害
見
舞
金
が
２
か
月
以
上
に
該
当 

…
５
０
，０
０
０
円

○
短
期
給
付
の
災
害
見
舞
金
が
０・５
〜
１
か
月
に
該
当 

…
３
０
，０
０
０
円

○
短
期
給
付
の
災
害
見
舞
金
付
加
給
付
の
み
該
当

6 

そ
の
他
事
業

年間

バ
カ
ン
ス

ク
ー
ポ
ン

Ｊ
Ｒ
の
普
通
乗
車
券
の
割
引（
２
割
引
、一
部
１
割
引
）。利
用
条
件
や
期

間
限
定
等
が
あ
り
ま
す

旅
行
商
品
割
引

当
共
済
組
合
が
契
約
す
る
旅
行
会
社
が
取
り
扱
う
旅
行
商
品
の
割
引

当
共
済
組
合
が
契
約
す
る
弁
天
座
の
入
場
券
販
売
窓
口
で
、組
合
員
証

ま
た
は
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
割
引

施
設
優
待
割
引

当
共
済
組
合
が
契
約
す
る
奈
良
健
康
ラ
ン
ド
の
入
館
料・奈
良
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
の

宿
泊
料
を
、組
合
員
証
ま
た
は
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
割
引

当
共
済
組
合
が
契
約
す
る
下
北
山
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
施
設
利
用
料
を
、

組
合
員
証
ま
た
は
組
合
員
被
扶
養
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
割
引

年間年間年間年間年間

組
合
員
及
び
被
扶
養
者
が
保
養
の
た
め
宿
泊
施
設
を
利
用
し
た
と
き
に

助
成（
利
用
前
に
共
済
事
務
担
当
課
に
お
い
て「
宿
泊
施
設
利
用
助
成

券
」を
発
行
）１
人
１
泊（
ま
た
は
1
人
1
回
）に
つ
き
３
，０
０
０
円

（
財
団
法
人
奈
良
県
市
町
村
職
員
厚
生
会
事
業
と
し
て
一
部
助
成
を
含

む
）

①
四
季
の
宿
や
ま
と
代
替
施
設　

②
協
定
施
設　

③
契
約
施
設

年間

保
養
施
設
利
用

助
成 ２ 

保
養
関
係

お知らせ

近
年
、当
共
済
組
合
に
お
い
て
も
自
己
破
産
や
個
人
債
務
再
生
手
続
に
よ
る
貸
付
事
故（
次
頁
、別
表
の
と
お
り
）

が
増
加
し
、全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
実
施
す
る
貸
付
債
権
共
同
保
全
事
業（
不
良
債
権
の
補
填
を

目
途
と
す
る
事
業
）へ
の
払
込
金（
不
良
債
権
補
填
に
要
す
る
費
用
の
原
資
）の
負
担
割
合
も
全
国
の
各
市
町
村
共

済
組
合
の
中
で
も
突
出
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
に
よ
り
、費
用
負
担
が
増
加
す
る
一
方
、組
合
員
数

の
減
少
や
市
中
金
融
機
関
等
で
の
借
り
受
け
等
の
影
響
で
貸
付
件
数
も
減
少
傾
向
と
な
り
、貸
付
利
息
収
入
も
減

少
す
る
な
ど
、貸
付
経
理
の
財
政
上
、ま
た
貸
付
事
業
の
健
全
な
運
営
に
関
し
、厳
し
い
環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。

共
済
組
合
に
お
け
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、今
後
皆
さ
ん
に
支
給
さ
れ
る
年
金
資
金
の
積
立
金
を
原
資
と
し
て
い

ま
す
。既
に
貸
付
金
を
借
り
受
け
ら
れ
て
い
る
方
、ま
た
今
後
新
た
に
貸
付
け
を
希
望
さ
れ
る
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、上
述
の
と
お
り
貴
重
な
年
金
資
金
を
原
資
と
し
て
い
る
貸
付
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、一
層
の
ご
理
解
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、貸
付
事
故
を
防
止
す
る
た
め
貸
付
決
定
に
お
い
て
は
、よ
り
一
層
の
審
査
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
す
の

で
、併
せ
て
ご
理
解・ご
協
力
の
程
、宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

組
合
員
貸
付
事
業
の
現
状
に
つ
い
て

※
バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン
及
び
旅
行
商
品
割
引
の
取
扱
旅
行
会
社
・
支
店
に
つ
き
ま
し
て
は
、奈
良
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら「
各
種
サ
ー
ビ
ス（
共
済
し
お
り
）」↓「
福
祉
事
業
」↓「
保
健
事
業
」と
進
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
で
、ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。
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所属所別貸付事故件数及び金額 Ｈ２１．１２．３１現在

所属所名
貸付件数 貸付金額

貸付事故
事故者数 件数 金額 事故率（％）

（件） （千円） （人） （件） （千円） 件数 金額
奈良市 1,059 2,767,823 44 93 234,159 8.78 8.46
大和高田市 226 588,793 9 17 50,074 7.52 8.50
大和郡山市 263 544,158 5 9 13,930 3.42 2.56
天理市 192 438,993 5 6 7,557 3.13 1.72
橿原市 206 501,298 8 26 52,884 12.62 10.55
桜井市 200 491,028 7 15 39,155 7.50 7.97
五條市 153 377,613 1 3 3,308 1.96 0.88
御所市 117 198,467 4 7 21,800 5.98 10.98
生駒市 226 664,444 2 2 10,797 0.88 1.63
香芝市 156 375,834 6 11 33,157 7.05 8.82
葛城市 78 184,016 2 5 2,991 6.41 1.63
宇陀市 262 713,358 2 2 4,729 0.76 0.66
山添村 26 73,641 0 0 0 0.00 0.00
平群町 58 92,523 1 2 1,332 3.45 1.44
三郷町 95 203,093 3 5 3,779 5.26 1.86
斑鳩町 62 165,169 2 2 4,913 3.23 2.97
安堵町 30 61,922 1 1 492 3.33 0.80
川西町 39 68,722 0 0 0 0.00 0.00
三宅町 28 49,799 2 2 2,071 7.14 4.16
田原本町 101 268,661 0 0 0 0.00 0.00
曽爾村 8 46,481 0 0 0 0.00 0.00
御杖村 24 38,976 0 0 0 0.00 0.00
高取町 20 77,412 2 3 12,157 15.00 15.71
明日香村 21 54,757 1 2 2,845 9.52 5.20
上牧町 122 240,765 2 4 5,019 3.28 2.08
王寺町 57 125,401 2 5 9,651 8.77 7.70
広陵町 44 103,327 2 4 6,508 9.09 6.30
河合町 137 223,132 3 7 8,226 5.11 3.69
野迫川村 21 30,743 0 0 0 0.00 0.00
十津川村 11 23,019 1 1 1,570 9.09 6.82
吉野町 65 147,430 5 12 22,138 18.46 15.02
大淀町 95 252,228 2 2 9,769 2.11 3.87
下市町 23 70,354 0 0 0 0.00 0.00
黒滝村 10 33,189 0 0 0 0.00 0.00
天川村 29 54,777 1 1 943 3.45 1.72
下北山村 25 46,030 0 0 0 0.00 0.00
上北山村 20 17,813 0 0 0 0.00 0.00
川上村 20 44,501 1 1 3,404 5.00 7.65
東吉野村 15 17,178 1 1 2,850 6.67 16.60
老人福祉施設三室園組合 7 11,008 0 0 0 0.00 0.00
宇陀衛生一部事務組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
奈良県市町村総合事務組合 11 26,524 0 0 0 0.00 0.00
奈良県市町村職員共済組合 12 18,028 0 0 0 0.00 0.00
上下北山衛生一部事務組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
西和衛生試験センター組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
西和消防組合 115 276,279 2 5 14,869 4.35 5.38
山辺広域行政事務組合 74 126,144 1 2 3,319 2.70 2.63
奈良市水道局 61 201,560 1 2 7,930 3.28 3.93
香芝・王寺環境施設組合 12 24,386 0 0 0 0.00 0.00
宇陀広域消防組合 43 95,055 1 2 3,883 4.65 4.09
吉野広域行政組合 28 32,066 0 0 0 0.00 0.00
王寺周辺広域休日応急診療施設組合 2 4,879 0 0 0 0.00 0.00
山辺環境衛生組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
中和広域消防組合 95 213,413 3 6 6,935 6.32 3.25
曽爾・御杖行政一部事務組合 2 3,653 0 0 0 0.00 0.00
中吉野広域消防組合 24 31,289 0 0 0 0.00 0.00
香芝・広陵消防組合 67 138,465 2 6 16,096 8.96 11.62
国保中央病院組合 39 62,450 1 1 4,964 2.56 7.95
葛城広域行政事務組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
南和広域衛生組合 19 22,480 1 1 588 5.26 2.62
東宇陀環境衛生組合 2 5,163 0 0 0 0.00 0.00
奈良広域水質検査センター組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
静香苑環境施設組合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
奈良県後期高齢者医療広域連合 0 0 0 0 0 0.00 0.00
合計 4,957 11,769,710 139 276 630,792 5.57 5.36
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　出産費用を賄うため、組合員本人が出産したときは
「出産費」が、被扶養者が出産したときは「家族出産費」
が支給されます。ご質問の方の場合、配偶者が被扶養
者であれば、「家族出産費」の対象になります。

　出産費及び家族出産費（以下「出産費等」といいま
す。）は、出生児１人あたりの定額制です。双生児以上で
あれば、その人数分の額を受給できます。なお、次のよう
な要件に該当される場合にも支給対象となります。

▲

妊娠４カ月以上の出産の場合、死産や流産、母体保護
法に基づく人工妊娠中絶であっても、受給できます。

▲
異常分娩の場合には、出産費または家族出産費と併

せて、医療の給付も受けることができます。

　平成21年10月に緊急少子化対策として、出産費等の
法定給付額が引き上げられました（平成23年３月までの
暫定措置）。
　出産費及び家族出産費とも、支給額は次のようになっ
ています。

▲

産科医療補償制度に加入している分娩医療機関等
（※）で出産した場合（死産を含み、在胎週数第22週以
降のものに限る）は、１児につき一律42万円。

▲

在胎週数第22週未満の出産及び産科医療補償制度
に加入していない分娩医療機関等で出産した場合、１児
につき一律39万円。

　分娩医療機関等に、共済組合から出産費等を直接支
払う制度があります。入院する際に、分娩医療機関等の
窓口で組合員証（または組合員被扶養者証）を提示し、
直接支払制度を利用する手続きを行っておけば、退院時
の支払いは出産費等の額を超えた分だけで済みます。
なお、出産費用が出産費等の支給額を下回った場合の
差額は、組合員からの請求により共済組合から支給され
ます。
　上記の制度を利用しない場合には、これまでどおり出産
後、共済組合に出産費等の請求書を提出してください。

　請求手続き等詳細については、共済事務担当課また
は共済組合保険課までお問い合わせください。

出産したときの給付
29歳の組合員。現在、妻が妊娠中です。出産時の給付金について教えてください。

●支給の条件は？

●出産費等の分娩医療機関等への直接支払制度

●支給額は？

家族出産費が支給されます

出産費用が出産費等
の支給額未満であっ
た場合は、請求書と
明細書を提出するこ
とで差額が支給され
ます。逆に出産費等
の支給額を超えた場
合には、差額を分娩
医療機関等の窓口で
支払ってください。

＜直接支払制度のしくみ＞

❶
組
合
員
証
等
の
提
示
・
入
院

❷
専
用
請
求
書
と
同
内
容
で
あ
る

　

旨
を
記
し
た
明
細
書
の
交
付

❺
支
払
い

❹
費
用
請
求

組合員等 共済組合

分娩医療
機関等

支払機関
（国保連または
支払基金）

❸専用請求書に基づき
費用請求

❻支払

※産科医療補償制度に加入している分娩医療機関は、財団法人日
本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイト
（http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/）で検索できます。
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歯周病を防ぐ
　

私
た
ち
の
永
久
歯
の
数
は
32
本
。
こ
の
数
が

少
な
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
食
べ
物
が
咀そ

し
ゃ
く

で
き
な
く
な
り
、
結
果
的
に
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が

悪
く
な
る
な
ど
、
食
生
活
全
体
に
悪
影
響
を
お

よ
ぼ
し
ま
す
。
歯
に
か
か
わ
る
病
気
は
、
単
に
歯

を
ダ
メ
に
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
影
響
は
健
康
の
土
台
を
揺
る
が
し
、
ひ
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
習
慣
病
を
引
き
起
こ

す
誘
引
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

歯
に
か
か
わ
る
病
気
と
い
え
ば
、
む
し
歯
と

歯
周
病
が
代
表
的
で
す
が
、
特
に
歯
周
病
の
場

合
は
、
悪
化
す
る
と
歯
を
支
え
る
歯
肉
や
骨
ま

で
が
侵
さ
れ
て
、
つ
い
に
は
歯
が
抜
け
落
ち
て
し

ま
う
の
で
軽
視
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

歯
周
病
を
軽
視
す
る
と
、

健
康
が
危
な
い

永
久
歯
の
数
は
、親
し
ら
ず
を
除
く
と
全
部
で
28
本
あ
り
ま
す
が
、こ
の
う
ち
20
本
残
っ
て
い
れ
ば
ほ
と
ん
ど
の

食
べ
物
は
支
障
な
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。こ
の
調
査
結
果
な
ど
を
も
と
に
、「
80
歳
に
な
っ
て

も
自
分
の
歯
を
20
本
以
上
保
と
う
」と
い
う
運
動
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
が
8
0
2
0
運
動
で
す
。

　

現
状
は
、80
歳
で
約
10
本（「
歯
科
疾
患
実
態
調
査 

（
平
成
17
年
） 

」厚
生
労
働
省
）。目
標
の
20
本
に
は
ほ
ど

遠
い
状
態
で
す
。歯
の
数
は
、い
わ
ば「
健
康
」の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
。い
つ
ま
で
も
、お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
た
め
に

も
、自
分
の
歯
を
大
切
に
！

　

歯
垢
を
「
単
な
る
食
べ
カ
ス
」
だ
な
ん
て
、
安

易
に
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
実
は
歯
垢
の
成

分
の
80
％
は
細
菌
で
、
こ
の
細
菌
が
出
す
毒
素

に
よ
っ
て
歯
肉
が
刺
激
さ
れ
炎
症
を
起
こ
し
て

い
る
の
で
す
。

　

歯
周
病
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
歯
垢
を
作
ら

な
い
こ
と
、
そ
し
て
歯
垢
を
た
め
な
い
こ
と
。
そ

の
た
め
に
は
、
効
果
的
な
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
を
習
慣

づ
け
る
、
甘
い
食
べ
物
は
ひ
か
え
る
、
口
の
中
を

清
潔
に
す
る
、
た
ば
こ
は
吸
わ
な
い
、
と
い
っ
た

生
活
習
慣
の
改
善
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

定
期
的
に
歯
科
健
診
を
受
け
る
こ
と
も
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

4
㎜
以
上
の
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
を
持
つ
人
は
年

齢
と
と
も
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
35
〜
44
歳
で

27
％
、
45
〜
54
歳
で
42
％
。
中
年
世
代
は
、
お
よ

そ
10
人
に
3
人
が
歯
周
病
と
い
う
の
が
実
態
で

す
。
「
歯
」
を
守
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
な
に
か

工
夫
し
て
い
ま
す
か
？

●  

4
㎜
以
上
の
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
を

　

 

持
つ
人
の
年
次
推
移

歯
周
病
予
防
は

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
に
あ
り

歯
周
病
の
人
は

ど
の
く
ら
い
い
る
か

　

歯
周
病
は
、
歯
肉
炎
、
歯
周
炎
な
ど
、
歯
の
周
辺
組
織
に
起
き
る
病
気
の
総
称
で
す
が
、
そ

の
最
大
の
原
因
は
、
歯
に
付
着
し
て
い
る
歯し

垢こ
う
（
プ
ラ
ー
ク
）
で
す
。
歯
周
病
は
「
歯
の
生
活

習
慣
病
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
中
高
年
に
多
い
の
が
特
徴
で
す
が
、
最
近
は
発
病
時
期
が
次
第
に

低
年
齢
化
し
て
い
る
の
で
、
若
い
う
ち
か
ら
歯
周
病
予
防
を
心
が
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

8
0
2
0（
ハ
チ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル
）運
動
と
は

15

～

24
歳

25

～

34
歳

35

～

44
歳

45

～

54
歳

55

～

64
歳

65

～

74
歳

7

0
（％）

10

20

30

40

50

22
27

42

50 49

「歯科疾患実態調査」をもとに作成（平成17年・厚生労働省）
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皮つきリンゴ

　

中
年
世
代
に
ま
ん
延
す
る
歯
周
病
。
で
も
、

心
配
い
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
強
い

味
方
が
あ
り
ま
す
。
歯
周
病
予
防
に
も
、
歯
周

病
を
治
す
に
も
、
一
番
大
切
な
の
が
ブ
ラ
ッ
シ
ン

グ
な
の
で
す
。
た
だ
し
、
力
ま
か
せ
の
み
が
き
方

は
、
歯
と
歯
肉
を
傷
め
て
逆
効
果
。
正
し
い
や
り

方
を
覚
え
ま
し
ょ
う
。

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
で
歯
周
病
が
防
げ
る
、治
せ
る
！

　

歯
周
病
予
防
に
は
、「
よ
く
か
む
こ
と
」
が
大

事
。
な
ぜ
な
ら
、
「
よ
く
か
む
こ
と
」
は
唾
液
の

分
泌
量
を
増
や
し
ま
す
が
、
こ
の
唾
液
に
は
細

菌
を
洗
い
流
し
て
、
炎
症
を
起
こ
し
に
く
く
す

「
か
む
」効
用
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

★
歯
ブ
ラ
シ
は
鉛
筆
を

持
つ
よ
う
に
す
る
と

み
が
き
や
す
い
。

★
歯
ブ
ラ
シ
は
、
か
た
す
ぎ
ず
、
や
わ
ら
か
す

ぎ
な
い
も
の
。
形
は
や
や
小
ぶ
り
の
も
の
が

使
い
や
す
い
。

★
食
べ
た
ら
み
が
く
の
が
基
本
。
も
し
く
は
、

夕
食
後
に
時
間
を
か
け
て
１
日
分
の
歯
垢
を

し
っ
か
り
落
と
す
。

る
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
す
。
毎
日
の

食
事
に
、
か
み
ご
た
え
の
あ
る
食
品
を
取
り
入

れ
て
、
大
切
な
歯
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

昆布などの海藻

歯や歯肉を
丈夫にする
咀しゃく回数の
多い食品

にんじん フランスパン きざみキャベツ

せんべい イカ セロリ

● 

ス
ク
ラ
ッ
ビ
ン
グ
法

歯
の
表
面
に
直
角
に
な
る
よ
う
に
ブ
ラ
シ
を
軽

く
あ
て
、
小
さ
く
前
後
に
動
か
す
。
子
ど
も
に

向
い
た
み
が
き
方
。

● 

ロ
ー
リ
ン
グ
法

毛
先
を
歯
茎
に
あ
て
、
歯
茎
か
ら
歯
の
ほ
う
へ

回
転
さ
せ
る
。
歯
茎
が
健
康
な
人
は
こ
の
み
が

き
方
が
お
す
す
め
。

● 

バ
ス
法

毛
先
を
歯
茎
と
歯
の
間
に
45
度
の
角
度
で
あ

て
、
歯
ブ
ラ
シ
を
細
か
く
振
動
さ
せ
る
。
歯
周

病
の
予
防
と
治
療
に
効
果
が
高
い
。

歯ブラシでは
みがけない歯と歯の間は、

歯間ブラシや
デンタルフロスを使って

みがく。

い
ろ
い
ろ
な
み
が
き
方
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な
ぜ
頭
痛
が

お
こ
る
の
か

頭
痛
が
お
こ
る
と
、
脳
に
病
気
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
実
際
は
、
緊
急
を
要
す

る
頭
痛
は
少
な
く
、
大
半
は
命
に
支

障
が
な
い
一
次
性
頭
痛
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。

3 

脳
や
全
身
の
病
気
か
ら
お
こ
る
頭
痛

　
「
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
頭
痛
」が

お
こ
っ
て
き
た
場
合
は
、
脳
腫
瘍
や
く
も
膜
下

出
血
な
ど
、
脳
の
病
気
で
あ
る
可
能
性
が
大
で

す
。
こ
れ
は
緊
急
治
療
を
要
し
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、
目
や
鼻
の
病
気
、
う
つ
病
、
頭
の
神
経
痛

な
ど
に
よ
っ
て
も
、
頭
痛
が
お
こ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

の

1 

血
管
が
神
経
を
刺
激
し
て
お
こ
る
頭
痛

　

頭
の
血
管
が
拡
張
し
て
、
ま
わ
り
の
知
覚
神

経
を
刺
激
す
る
こ
と
で
、
痛
み
を
引
き
お
こ
し

ま
す
。
血
管
性
頭
痛
と
も
い
い
ま
す
。「
ズ
キ
ズ

キ
」「
ガ
ン
ガ
ン
」
す
る
痛
み
が
特
徴
で
す
。
片

頭
痛
や
群
発
頭
痛
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
。

命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

2 

筋
肉
や
精
神
の
緊
張
か
ら
お
こ
る
頭
痛

　

頭
や
首
の
筋
肉
の
緊
張（
こ
り
）や
、
精
神
的

ス
ト
レ
ス
か
ら
頭
痛
が
お
き
て
き
ま
す
。「
頭
が

締
め
つ
け
ら
れ
る
痛
み
」や「
重
苦
し
い
」の
が
特

徴
で
す
。一般
に
い
わ
れ
る「
頭
重
感
」の
多
く
は
、

こ
の
緊
張
型
頭
痛
で
す
。
診
断
が
は
っ
き
り
す

れ
ば
、
と
く
に
心
配
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

頭

今日から
いかせる

健康
知識

健康づくりシリーズ健康づくりシリーズ

痛
と

つ
き
あ
い
方

1 

一
次
性
頭
痛（
機
能
性
頭
痛
）

　

脳
や
体
に
頭
痛
の
原
因
と
な
る
病
気
が
な
い

の
に
痛
む
、
い
わ
ゆ
る「
頭
痛
も
ち
の
頭
痛
」で

す
。
繰
り
返
し
お
こ
る
こ
と
か
ら
、「
慢
性
頭
痛
」

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
片
頭
痛
、
緊
張
型
頭
痛
、

群
発
頭
痛
の
い
ず
れ
も
一
次
性
頭
痛
で
す
。
全

頭
痛
の
７
〜
８
割
を
占
め
ま
す
。

● 頭痛のタネ明かし

原
因
か
ら
み
た
２
つ
の
タ
イ
プ
の
頭
痛

頭
痛
の
タ
ネ
と
な
る
３
つ
の
原
因
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2 

痛
む
と
こ
ろ
を
冷
や
す

　

痛
む
と
こ
ろ
を
冷
や
す
と
、
血
管
が
縮
ま
って

痛
み
が
や
わ
ら
ぎ
ま
す
。

3 

睡
眠
不
足
よ
り
寝
す
ぎ
に
注
意

　

寝
す
ぎ
で
片
頭

痛
が
誘
発
さ
れ
る
人

は
、
睡
眠
時
間
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

4 

鎮
痛
薬
は
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
服
用
す
る

　

痛
み
が
激
し
く
な
っ
て
か
ら
鎮
痛
薬
を
服
用

し
て
も
、
あ
ま
り
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。

2 

女
性
ホ
ル
モ
ン
の
急
激
な
変
化
が
頭
痛
を
招
く

　

生
理
中
は
片
頭
痛
が
お
こ
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
逆
に
、
妊
娠
中
は
女
性
ホ
ル
モ
ン
が
安
定

す
る
た
め
、
痛
み
は
お
こ
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

3 

食
べ
も
の
も
片
頭
痛
の
誘
因
に
な
る

　

人
に
よ
って
は
、
チ
ョコ
レ
ー
ト
、
チ
ー
ズ
、
赤

ワ
イ
ン
、
柑
橘
類
、
ナ
ッ
ツ
類
が
片
頭
痛
を
誘

発
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

4 

血
管
を
広
げ
る
薬
は
片
頭
痛
を
誘
発
す
る

　
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン（
心
臓
の
薬
）な
ど
の
血
管

に
作
用
す
る
薬
は
、
片
頭
痛
を
誘
発
し
ま
す
。

1 
痛
み
が
お
こ
っ
た
ら
横
に
な
っ
て
静
か
に
休
む

　

発
作
中
は
光
や

音
の
刺
激
を
避

け
、
暗
く
静
か
な

部
屋
で
し
ば
ら
く

安
静
に
し
ま
す
。

【
痛
み
の
部
位
】 

頭
の
片
側
、
と
き
に
は
両
側
の

こ
め
か
み
か
ら
目
の
あ
た
り
に
強
い
痛
み
が
お
こ

り
ま
す
。
仕
事
は
手
に
つ
き
ま
せ
ん
し
、
ひ
ど
い

と
き
は
寝
込
む
ほ
ど
で
す
。

【
症
状
と
経
過
】 
脈
打
つ
よ
う
に
、
ズ
キ
ズ
キ
、

ガ
ン
ガ
ン
と
痛
み
ま
す
。吐
き
気
や
嘔
吐
を
伴
い
、

体
を
動
か
す
と
痛
み
が
ひ
ど
く
な
っ
た
り
、
音

や
光
に
過
敏
に
な
り
ま
す
。
痛
み
は
発
作
的
に

お
こ
り
ま
す

【
頻
度
と
持
続
時
間
】 

月
に
１
〜
２
度
、
多
い
と

き
で
週
に一回
程
度
、繰
り
返
し
て
お
こ
り
ま
す
。

いっ
た
ん
痛
み
出
す
と
、
数
時
間
か
ら
長
い
と
き

で
数
日
間
続
き
ま
す
。

1 

ス
ト
レ
ス
は
片
頭
痛
の
有
力
な
誘
因

　
ス
ト
レ
ス
の
最
中
よ
り
も
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
解

放
さ
れ
た
と
き
に
血
管
が
ゆ
る
み
、
痛
み
が
お

こ
り
が
ち
で
す
。
週
末
頭
痛
が
典
型
的
ケ
ー
ス

で
す
。

繰
り
返
し
お
こ
る
頭
痛
❶

片
頭
痛

片
頭
痛
は
、
何
ら
か
の
原
因
で
頭

の
血
管
が
拡
張
し
た
と
き
に
、
血

管
の
周
囲
に
あ
る
知
覚
神
経
が
刺

激
さ
れ
て
、
痛
み
が
お
こ
り
ま
す
。

20
〜
40
代
の
、
と
く
に
女
性
に
多

く
み
ら
れ
ま
す
。

2 

二
次
性
頭
痛（
症
候
性
頭
痛
）

　

脳
腫
瘍
や
く
も
膜
下
出
血
な
ど
脳
の
病
気

や
、
体
の
病
気
が
原
因
で
お
こ
る
頭
痛
で
す
。

と
く
に
脳
の
病
気
が
原
因
の
場
合
は
、
命
に
か

か
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
激
し
い
痛
み
の
ほ
か
、
高
熱
や
ま

ひ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
随
伴
症
状
が
あ
り
ま
す
。

片
頭
痛
の
特
徴

片
頭
痛
に
は
誘
因
が
あ
る

片
頭
痛
は
こ
う
し
て
治
す

　

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
激
し
い
頭
痛
が
突
然
お

こ
り
、
持
続
し
て
い
る
場
合
は
、
神
経
内
科
か
脳

神
経
外
科
を
受
診
し
、
重
大
な
脳
の
病
気
が
隠

さ
れ
て
い
な
い
か
、
き
ち
ん
と
調
べ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

日
常
的
に
繰
り
返
す
一
次
性
頭
痛
は
内
科
で
も

い
い
の
で
す
が
、
頑
固
な
痛
み
が
長
引
い
た
り
し
て

い
る
と
き
は
、
神
経
内
科
か
脳
神
経
外
科
の
医
師

に
診
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
詳
し
く
相
談
に

の
っ
て
も
ら
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

頭
が
痛
い
と
き
何
科
に
か
か
れ
ば
よ
い
か
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繰
り
返
し
お
こ
る
頭
痛
❷

緊
張
型
頭
痛

緊
張
型
頭
痛
は
最
も
頻
度
が
高

く
、
頭
痛
の
約
半
数
を
占
め
て
い

ま
す
。
中
高
年
に
多
く
、
女
性
に

も
男
性
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
い
つ

と
は
な
し
に
頭
痛
が
始
ま
り
、
じ

わ
じ
わ
と
痛
み
ま
す
。

体
的
に
は
、
う
つ
む
き
姿
勢
、
両
手
を
上
げ
続

け
る
、
前
か
が
み
姿
勢
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

2 

精
神
的
ス
ト
レ
ス

　

職
場
の
人
間
関
係
、
家
庭
や
子
ど
も
の
進
学

問
題
な
ど
、
精
神
的
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
と
、

神
経
や
筋
肉
の
緊
張
が
高
ま
り
ま
す
。
こ
の
緊

張
が
脳
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
痛
み
を
調
整
す
る

機
能
が
う
ま
く
働
か
な
く
な
り
、
頭
痛
が
持
続

し
ま
す
。

1 

リ
ラ
ッ
ク
ス
法
を
身
に
つ
け
る

　

緊
張
型
頭
痛
を

解
消
す
る
最
良
の

方
法
は
、
身
体
的

に
も
精
神
的
に
も

リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
こ

と
で
す
。

【
症
状
と
経
過
】 「
は
ち
ま
き
を
締
め
て
い
る
よ

う
な
」な
ど
と
表
現
さ
れ
る
頭
を
締
め
つ
け
ら
れ

る
痛
み
が
、
い
つ
と
は
な
し
に
始
ま
り
、
じ
わ
っ

と
持
続
し
ま
す
。
目
の
疲
れ
や
め
ま
い
を
伴
い

ま
す
。

【
痛
み
と
部
位
】 
痛
み
の
中
心
は
後
頭
部
で
、
そ

こ
か
ら
側
頭
部
や
首
筋
に
か
け
て
、
あ
る
い
は

頭
全
体
が
痛
み
ま
す
。
ま
た
、
押
し
た
り
す
る

と
、
と
く
に
痛
み
が
強
ま
る
点
が
あ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
頻
度
と
持
続
時
間
】 

毎
日
だ
っ
た
り
、
月
に
数

回
程
度
だ
っ
た
り
と
、
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
持
続
時
間
も
30
分
で
治
ま
る
人
も
い
れ
ば
、

だ
ら
だ
ら
と一週
間
近
く
続
く
人
も
い
ま
す
。

1 

身
体
的
ス
ト
レ
ス

　

不
自
然
な
姿
勢
を
長
時
間
続
け
る
こ
と
で
か

か
る
筋
肉
へ
の
負
担
が
、
身
体
的
な
ス
ト
レ
ス
と

な
り
、
こ
れ
に
よって
頭
痛
が
お
こ
り
ま
す
。
具

2 

姿
勢
を
正
す

　

肩
や
首
に
負
担
が

か
か
る
姿
勢
を
とって

い
な
い
か
チ
ェッ
ク
し
、

姿
勢
を
正
す
こ
と
が

大
切
で
す
。

3 

頭
痛
予
防
体
操
を
す
る

　

肩
や
首
の
こ
り
を

ほ
ぐ
す
た
め
の
体
操

を
、
一日
に
何
回
か
、

意
識
し
て
行
い
ま

し
ょ
う
。

4 

必
要
が
あ
れ
ば
薬
を
使
う

　

医
師
の
指
示
に
従

い「
筋き
ん

弛し

緩か
ん

薬や
く

」
や

精
神
的
な
ス
ト
レ
ス

を
ほ
ぐ
す
た
め
の

「
精
神
安
定
剤
」「
抗

う
つ
薬
」
を
使
う
の

も
方
法
で
す
。

緊
張
型
頭
痛
の
特
徴

緊
張
型
頭
痛
を
招
く
要
因

緊
張
型
頭
痛
は
こ
う
し
て
治
す

　

目
の
前
に
チ
カ
チ
カ
し
た
光
が
現
れ
、
や
が
て
視
野
の

中
央
が
見
え
に
く
く
な
り
ま
す（
閃せ
ん

輝き

暗あ
ん

点て
ん

）。
こ
の
よ

う
な
状
態
が
20
〜
30
分
続
い
た
あ
と
、
激
し
い
頭
痛
に
襲

わ
れ
ま
す
。
そ
の
前
に
、
あ
く
び
、
イ
ラ
イ
ラ
感
、
空

腹
感
が
予
兆
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

片
頭
痛
に
は
予
兆
が
現
れ
る
こ
と
も

鎮
痛
薬
を
連
日
１
か
月
以
上
服
用
す
る
と
か
え
っ
て
頭
痛
が
ひ
ど
く
な
り
ま
す

（
薬
剤
誘
発
性
頭
痛
）。
頻
回
の
頭
痛
は
予
防
薬
を
処
方
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

痛
み
の
前
兆
あ
る
い
は
初
期
に
タ
イ
ミ
ン
グ
を
と
ら
え
て
薬
を
服
用
し
、
激
し
い

痛
み
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
ト
リ
プ
タ
ン
系
薬
剤
は

発
作
時
に
も
と
て
も
よ
く
効
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
医
師
の
処
方
が
必
要
で
す
。

頭
痛
薬
の
飲
み
方
、使
い
方
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繰
り
返
し
お
こ
る
頭
痛
❸

群
発
頭
痛 

ほ
か

片
頭
痛
と
同
様
、
血
管
性
の
頭
痛

で
す
が
、
い
っ
た
ん
痛
み
出
す
と

あ
る
期
間
だ
け
、
同
じ
時
間
帯
に

連
日
の
よ
う
に
群
発
す
る
の
が
特

徴
で
す
。
20
〜
30
代
の
男
性
に
多

い
タ
イ
プ
の
頭
痛
で
す
。

ま
す
。
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン（
心
臓
の
薬
）の
よ
う

な
血
管
を
拡
張
さ
せ
る
薬
も
、
群
発
頭
痛
を
お

こ
す
引
き
金
に
な
り
ま
す
。
飛
行
機
の
着
陸
時

に
群
発
頭
痛
が
お
き
る
人
も
い
ま
す
。

1
酸
素
吸
入

　

発
作
時
は
、
酸
素
吸
入
が
特
効
的
に
効
き
ま

す
。
た
だ
し
濃
度
が
高
く
な
い
と
効
か
な
い
の
で

（
１
分
間
に
７
ℓ
）、

医
師
と
相
談
の
う
え
、

指
示
に
従
って
吸
入
し

ま
し
ょ
う
。

2
薬
物
療
法

　

副
腎
皮
質
ホ
ル
モ
ン

（
ス
テ
ロ
イ
ド
）や
リ
チ

ウ
ム
療
法
で
、
群
発
頭

痛
を
お
こ
り
に
く
く
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

医
師
の
監
督
の
も
と
に

行
い
ま
し
ょ
う
。

【
症
状
と
経
過
】 

片
側
の
目
の
奥
が
え
ぐ
ら
れ
る

よ
う
な
激
し
い
頭
痛
が
連
日
の
よ
う
に
続
き
ま

す
。
睡
眠
中
に
お
こ
り
や
す
く
、
目
の
充
血
、

流
涙
、
鼻
詰
ま
り
や
鼻
水
の
症
状
を
伴
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

【
痛
み
と
部
位
】「
キ
リ
で
目
の
奥
が
え
ぐ
ら
れ

る
」と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
の
激
し
い
痛
み
で
す
。

発
作
中
は
頭
を
か
か
え
て
転
げ
ま
わ
る
人
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

【
頻
度
と
持
続
時
間
】 

年
に
1
〜
2
回
、
ま
た
は

2
〜
3
年
に
1
回
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
す
が
、
いっ

た
ん
頭
痛
が
お
こ
る
と
、
1
〜
2
か
月
の
間
、
毎

日
の
よ
う
に
お
こ
り
ま
す
。
持
続
時
間
は
1
〜

2
時
間
と
短
い
の
が
特
徴
で
す
。

　

目
の
後
ろ
の
太
い
血
管
が
拡
張
し
、
周
囲
に

炎
症
が
お
こ
る
こ
と
か
ら
発
症
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
に
よ
り
自
律
神
経
が
刺
激
さ
れ
る
た
め
、

目
の
充
血
や
鼻
水
な
ど
の
随
伴
症
状
を
お
こ
し

●
後
頭
神
経
痛

頸
椎
の
異
常
や
ヘ
ル
ペ
ス
か
ら
お
こ
る
頭
痛
で
、
後
頭
部

に
キ
リ
キ
リ
と
断
続
的
な
痛
み
を
繰
り
返
し
ま
す
。

●
高
血
圧
と
頭
痛

極
端
な
高
血
圧（
上
が
2
2
0
、
下
が
1
2
0
以
上
）

で
は
、
朝
方
、
後
頭
部
が
痛
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
低
血
圧
と
頭
痛

低
血
圧
の
人
は
血
管
が
ゆ
る
み
や
す
い
た
め
、
頭
痛
が
お
こ

り
や
す
い
よ
う
で
す
。
脳
貧
血
な
ど
の
症
状
を
伴
い
ま
す
。

●
運
動
と
頭
痛

激
し
い
運
動
を
し
た
あ
と
に
血
管
が
拡
張
し
て
お
こ
る
頭
痛

を「
労
作
性
頭
痛
」と
い
い
ま
す
。
こ
れ
と
似
た
も
の
に
セ
ッ

ク
ス
時
の
頭
痛
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
く
も
膜
下
出

血
や
脳
内
出
血
の
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

●
目
と
頭
痛

視
力
が
低
下
し
た
り
、
眼
鏡
が
合
わ
な
い
こ
と
が
頭
痛

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
定
期
的
な

チ
ェッ
ク
が
必
要
で
す
。

●
女
性
ホ
ル
モ
ン
と
頭
痛

生
理
と
関
連
す
る
頭
痛
は
、
ホ
ル
モ
ン
の
急
な
変
化
に

よ
っ
て
誘
発
さ
れ
ま
す
。
更
年
期
の
頭
痛
は
さ
ら
に
ス
ト

レ
ス
も
加
わ
っ
て
お
こ
り
ま
す
。

●
噛
み
合
わ
せ
と
頭
痛

入
れ
歯
が
合
わ
な
か
っ
た
り
、噛
み
合
わ
せ
が
悪
い
と
、頭
痛
、

肩
こ
り
、
め
ま
い
な
ど
の
症
状
が
現
れ
ま
す（
顎が
く

関か
ん

節せ
つ

症し
ょ
う）。

群
発
頭
痛
の
特
徴

群
発
頭
痛
を
招
く
原
因

群
発
頭
痛
は
こ
う
し
て
治
す

O2

　

パ
ソ
コ
ン
作
業
に
従
事
し
て
い
る
人
は
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
同
じ

姿
勢
を
と
り
続
け
る
た
め
、
肩
や
首
、
頭
の
筋
肉
が
緊
張
す
る
こ
と

が
多
く
な
り
ま
す
。
せ
め
て
画
面
を
斜
め
下
に
お
き
、
と
き
ど
き
画

面
か
ら
目
を
離
し
、
上
を
向
い
て
目
を
閉
じ
る
習
慣
を
つ
け
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

パ
ソ
コ
ン
作
業
は
緊
張
型
頭
痛
を
誘
発
し
や
す
い

う
つ
状
態
が
長
く
続
く
と
、
頭
痛
が
お
こ
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
実
際
、
う
つ
状
態
の
人

の
多
く
は「
頭
重
」感
を
訴
え
ま
す
。こ
の
よ
う
な
場
合
は
、抗
う
つ
薬
が
よ
く
効
き
ま
す
。

抗
う
つ
薬
は
、
抗
不
安
薬
と
は
逆
に
、
脳
の
活
動
を
高
め
る
よ
う
な
作
用
が
あ
り
、
神

経
伝
達
物
質
セ
ロ
ト
ニ
ン
の
働
き
を
正
常
化
す
る
よ
う
な
働
き
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
う
つ
状
態
の
人
に
と
っ
て
、
抗
う
つ
薬
は
大
変
に
効
果
が
あ
る
の
で
す
。

う
つ
状
態
と
頭
痛

そ
の
他
の
頭
痛
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奈良県の東南部に位置し、吉野杉・檜の美林に奈良県の東南部に位置し、吉野杉・檜の美林に

被われた山々と、清らかな渓流の村、東吉野。被われた山々と、清らかな渓流の村、東吉野。

村の東に連なる台高山脈には樹氷で知られる村の東に連なる台高山脈には樹氷で知られる

秀峰・高見山があり、移ろいゆく四季にあわせ秀峰・高見山があり、移ろいゆく四季にあわせ

て様々な表情を見せてくれます。て様々な表情を見せてくれます。

七滝七壺ですが、七転び八起きの諺
になぞらえて、七滝八壺と名づけられ
た変化に富んだ滝は、深緑の森を縫
うように流れハイカーたちにひととき
の涼をもたらします。「平成の名水百
選」にも選ばれた七滝八壺でたっぷり
のマイナスイオンを感じてください。

七滝八壺

標高1,249ｍ。古来より信仰の対象となっ
た秀麗な山には関西のマッターホルンの
異名も。四季を通じて登山客でにぎわい
ますが、特に冬は霧氷、樹氷の美しさで
定評があり、訪れる人 を々魅惑します。

高見山

 東 吉 野

村

約15mの高さから水煙を上げて落ちる様は、
まさに圧巻。滝のそばには不動明王が祀ら
れ、別名「不動の滝」とも呼ばれています。

投石の滝
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四郷川の美しい風景を望む「やはた温泉」に
は、御影石を使った岩風呂と、ひのきを贅沢に
使った古代ひのき風呂があります。眼下に広
がる景色を眺めながら、ゆったり温泉につか
れば心身共にリラックスできます。

やはた温泉

エドヒガンの品種で、樹齢300年の歴史を持
つ宝蔵寺のしだれ桜は天然記念物に指定さ
れています。樹高約10ｍ、枝張りは東西、南
北約10mで春には見事に咲き誇り、村を豊か
に彩ります。

宝蔵寺のシダレザクラ

ハイキングの後にひと汗流したり、天然のエス
テ効果を楽しんだりと、日帰りで気軽に利用
できる立ち寄り湯、「たかすみの里」。木の香
りを楽しめるマキ風呂やひのき風呂、澄んだ
空気を味わえる露天の岩風呂があり、人気を
集めています。同じ館内には原石鼎（はらせ
きてい）など著名作家の作品を数多く展示し
た、たかすみ文庫があります。

たかすみの里

No.22127



当共済組合のホームページでは、
共済への各種届け出やイベント情報、
組合員様へのお知らせを常に最新の状態で掲載しています。
加えて、皆さまの健康生活をサポートする
健康情報コンテンツも掲載。
ぜひご利用ください。

最新ニュースやイベント、更新情報が、
一目でチェックできます。

届け出や手続きでわからないことが
あれば、こちらをご覧ください。
申請書はここからダウンロードできます。

健康情報コンテンツ 病状チェックから病気の情報、病院探し、健康レシピまで。

ちょっとおかしいなと
思ったら、健康情報コーナーに

アクセスして！




